
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

ロマニスティクとロマンティク : サヴィニーにおけ
る法学形成の断章

赤松, 秀岳
九州大学大学院法学研究院 : 教授 : 民法

https://doi.org/10.15017/11816

出版情報：法政研究. 75 (1), pp.1-50, 2008-07-18. 九州大学法政学会
バージョン：
権利関係：



論　説

ロマニスティクとロマンティク
サヴィ難訓における法学形成の断章

赤　松秀　岳

霞　　次

はじめに

一　ギュンダーローデとサヴィニー

　（一）　ギュンダーローデとはP

　（二）創作活動など

　（三）　ギュンダーローデ／サヴィニー

ニ　ヘルダリンの抜き書き（Abschrift）をめぐる諸問題

　（一）年代確定

　（二）紹介者

　（三）　『使命』と『ヒュペーリオン』一テクスト比較一

　（四）　ヘルダリン／サヴィニー

三　ローマ法史学講義（1808／9年冬学期）

　（一）講義の全体像・目的

　（二）講義の内容

　（三）ヘルダリン受容の跡P

四　その後の展開一ベルリン時代一

　（一）　法史学講義の序論（1814年夏学期）

　（二）　『中世ローマ法史』第1巻（18！5年〉

おわりに

（75－1－254）　254
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はじめに

サヴィニーと哲学の関係について根本的に取り組む研究として、ドイツでは、カ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
ントとサヴィニーの関係から出発したハンス・キーフナーの研究、カントの判断力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
との関連および若きサヴィニーの哲学修行時代を扱うディーター・ネルの研究、サ

ヴィニーの法律学はカント以降ドイツで展開したイデアリスムスの潮流（客観的観

念論）に貫かれているとするヨアーヒム・リュッケルトの研究（サヴィニーの法律
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
学を「実践された形而上学（Metaphyslk勧ac宅ion）」と呼びうるとする）、最近で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
は、判断力のほか哲学的解釈学とサヴィニーを扱うシュテファン・メダーの研究な

どがある（のみならず、逆にサヴィニーが哲学から離反することで歴史法学が成立
　　　　　　　　　　　（5）
したと解するヤーコプスでさえも、若きサヴィニーの哲学研究についてやはり根本
　　　　　　　（6）
的に検討している）。わが国では、原島重義が、法的判断をめぐる一連の研究におい

て、「技芸」としての解釈、慣習法・民族法の「器官」、「有機的存在の構成部分」な

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
どについて語るサヴィニーは、カントの考えを自分のものとしているとする。

　サヴィニーが哲学を明示的に引用している個所は極めて少なく、サヴィニーと哲
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
学との関係を明らかにすることは非常に困難な作業である。しかし、以上の論者が

（1）H．K更EFNER　I）67、E勿Z％βσzグ7物。卿辮4　P名磁s　4εε．Z勿〃6磁ε励19．ノ励肋襯4ε7’i獄：J．

　BL曲DO獄N／J．　R夏TTER（Hrsg．）P劾♂050φ漉％雇R6磁脚おε劒ε6ん癖．2励z　Pγoう1翻腕767β翻6一
　ぬ％ηgガ窺19．力ん7ん脚z46γ’1969，　S．3ff。；Z46α1卿ガ74”α∫翫渉z6プ”αγi鷺：Quademi　Foirenti且呈9

　（1980）S．515　ff。；エ）6z♂s　ガ鴛　％o∂云s一‘て）a／6ん’勿6γ　1乙～6α1ゴs窺％3”　ゐ6ガ　Sごzz2忽アz夕　in：Ze三tschrift　der

　Savまg貧y－Stift囎g　fUr　Rechtsgeschich宅e，　Ro撫aRis之圭sche　Abtei王u鷺g，112．　Bd．（1995）S．428　ff．

　Jetzt　a犠ch　i陰：醜α♂掘74，卿αε八軌解ω砿・4肋α瑠」襯96鷲麗7　P7磁〃60玩彫s6んガ。配〃εs吻纏
　18．襯44εs19．ヵ加養鷹6漉1997，　S．59　f£，137任u．23！貿．（以下では、五／6召」とする）。キーフ

　ナーの研究の展開につき、赤松「筏津三三著が私法理論のパラダイム展開と契約理論の再編』を読
　んで」法の理論22（2003年＞266頁以下参照。
（2＞D．N醸RS姻9％夕s、肋s駒儂％η8襯4翫撚ひ7媚∫んπ舜in：翫7砂酪6加sI～6謝s4εηんε㌶鋭
　G6so耽玩θ襯4　G瑠照αγ乱勘sオso八四勉プ飾伽％オC伽g耀燐70．066魏漁8　Bd．1，1982，　S　615
　ff．；S副子夕s魏ゴ10so擁ガs6加加切盈761111　F．　EB砒／A．　RAND氾LZKOF£R（Hrsg．）R6謝s認癬慮四一

　8θ％碗．8εγ伽．z46ぬ〔伽伽㎎θ，　g6鰯一戸鰯♂勲467750吻加6曲ゴθプ86γ伽s　1988，　S，！ff．；
　S伽忽卯s擁がJoεo助ゴ5盈召五θ勿ブ盈76．　E加施名3346ん！994．

（3）∫．RむCKERT飼6α趣耀悶∫3〃ガ砂ア忽朋9観6　Po♂ガ励襯F卿46万漉C副〃。ηS捌9ηy　198娃，　S．
　303．

（4）S．MEDERσ吻ゴ伽．　EJ6雁競〃。％κ魏汝3γ解盈’ガ薦雇67σ吻ガ♂s忽妙初Sα〃初ツs加加6砂。η
　487ブ四脚s6加％翫孟s6海6ガ4襯g3一襯4彪g6扉舷％g　1999；乃4漁6zs励6η襯4猶6癬6ゐ醐200娃．
（5）K。一｝｛．∫AKOBS　D67σ煙π粥94εγ96∫0耽溜劾6π！～6漉孟脚露∫8η∫0ん瞬珈467設伽θη4蝦9
　S顧9郷〃。磁6γガ伽1ゴ∫鋭感πP雇／o∫o吻6ia：Tildsch鹸voor　Rech重sgeschiedenis，　Bd　17，　Nr．

　3－4（1989）S．249ff。

（6＞以上のドイツのサヴィニー研究については、赤松『十九世紀ドイツ私法学の実像』（成文堂、1995
　年）！頁以下、47頁以下参照。以下、『実像』とする。
（7）原島重義『法的判断とは何か　民法の基礎理論』（剣文社、2002年）198頁以下、219頁。
（8）原島・前掲書158：頁参照。
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ロマニスティクとロマンティク　F3

述べるように、哲学との関係は、サヴィニーの法学理解のため不可避の問題である。

　サヴィニーの法学のもう一つの柱はローマ法である。もしもサヴィニーの法律学

が「実践された形而上学」と呼びうるものであるとすると、あるいは、哲学を徹底

的に自己の血肉としたサヴィニーが展開させたのが彼の法学だとすれぼ、そこでは

ローマ法学と哲学が一体化していることになる。もしかすると、ローマ法学と哲学

思想がこのように一体化しているところに、サヴィニーの法学の特色と、人を魅了

する力が潜んでいるのかもしれない。本稿では、このような問題関心から、サヴィ

ニーと同時代のイデアリスムスやロマン派の潮流と彼の法学との関連を考えてみた

いと思う。

　若きサヴィニーは、クレメンス・ブレンターノ、ベッティーネ・ブレンターノ、

アーヒム・・フォン・アルニムらロマン派の人々と親しく交流し、またフリードリッ

ヒ・クロイツァーから哲学を学び、ヤーコプ・グリムによって研究を助けられた。

また、サヴィニーの同時代の人々との幅広い交流の中でテーマとされねばならない

哲学者や思想家は、哲学修業時代に限定しても、カント、フィヒテ、シェリング、

ヤコービ、ゲーテ、シラー、フリードリッヒ・シュレーゲル、シュライエルマッハ、

ヘルダーなど数知れない。本来、サヴィニーの法学と時代思潮との関係は、このよ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
うな包括的な文脈の中に置いて考察しなければならない問題なのである。しかし、

そのような考察は、筆者の能力を大きく超える。

　そこで、以下では、まず、第1章で、若きサヴィニーが交流した人々の中で、ロ

マン派の詩人であるカロリーネ・フォン・ギュンダーローデを取り上げる。サヴィ

ニーとギュンダーローデの同質性・類縁性はこれまでにも指摘されてきた。緊張感

に満ちた両者の往復書簡は、今臼、流布版の刊行により資料的には容易に辿ること

ができる。ここでは、サヴィニーとギュンダーローデの交流を辿ることを通じて、

サヴィニーを（哲学とローマ法を通じた）精神世界への取り組みへと向かわせた心

情の構造を聯かでも垣間見ることができれば幸いである。それはすぐ続いて検討す

るヘルダリン受容の前提を明らかにすることにもつながるであろう（なお、本稿の

表題のロマンティクとは、文学史の意味でのロマン派を指すものではく、若きサヴィ

（9）　そのような試みとして、NORR　S伽忽％夕S力痂／0SO帥乞ε6勿ゐ盈加加6．
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二一の世代を魅了した当時のポスト・カントの哲学と時代思潮を指す広い意味のも

のである〉。

　次に第2章として、サヴィニーによるヘルダリンの抜き書きをめぐる問題を検討

する。これはサヴィニー研究史においてもセンセーショナルな発見として論争を引

き起こした問題で、今日サヴィニーの法学と哲学や思想との関係を考えるにあたっ

ては避けて通れない問題である。

　第3章および第4章では、主としてサヴィニーのローマ法史学講義を素材に、サ

ヴィニーのローマ法学の側から、当時の時代思潮のうちとくにヘルダリン受容の問

題を検討する。この講義は、サヴィニーが修正を重ねながら、22才から62才までの

間、3つの大学の教師として行ったもので、ある哲学や思想の影響の有無やその時

期を確認するためには、格好の資料である（もっとも本稿では、ランヅフート大学

における1808／9年冬学期とベルリン大学における1814年夏学期の講義について検討

するにとどめる）。

　わが国が明治期にヨーロッパから継受した法は、ヨーロッパに継受されたローマ

法についてその後の法学が研究を積み重ねていく中で見出されてきた法を重要な構

成部分として含んでいる。そしてそのようなローマ法研究の（おそらく最も重要な

ものの）ひとつが、サヴィニーの法学である。このように、わが国が継受した法の

背後に続く歴史の中に、サヴィニーの法学も組み込まれているのであり、サヴィニー

の法学を理解することは、わが国へ流れ込んでいるヨーロッパの法をよりょく理解

することにつながるであろう。

一　ギュンダーローデとサヴィニー

　カロリーネ・フォン・ギュンダーローデ（1780年～1806年）は、わが国でもロマ
　ほの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほユ　

ン派の女流作家として知られている。ここでは、当時の時代の精神的雰囲気に寄せ

（1⑪）もっとも「ロマン派」というには留保が必要かも知れない。Vg1．　WOLF甑en　Fn．12，　Luch宅er－
　ha捻d　S．13，16；IRsei，　S．25，29．

（1王）たとえぼ、田邊玲子「カロリーネ・フォン・ギュンデローデー不可能性の幌い一」ドイツ文学82
　号（！989年）73頁以下参照。なお、サヴィニーとの関係でギュンダーローデを論じるものとして、
　和仁陽「サヴィニー一・ギュンダ一歩ーデ・クライストー美のモデルネ対法のモデルネ？一」海老原
　明夫編『法の近代とポストモダン雌（東京大学出版会、1993年）221頁以下。
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ロマニスティクとロマンティク　F5

て、ギュンダーローデとサヴィニーの関係を検討してみたい（もっとも門外漢の私

としては、文学上の問題には踏み込まない）。今露、カロリーネの作品の幾つか、お

よびこの間の多脳リーネと後にサヴィニーの妻となるクニグンデ（グンダ）・ブレン

ターノおよびサヴィニーの間の書簡などは、クリスタ・ヴォルフによるペーパーバッ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12）
クの流布版によりドイツでは誰もが容易に接することができるものとなっている。

　本章での検討を通じて、若きサヴィニーが哲学に惹かれていく基盤となった心情

の構造を明らかにできれば幸いである。

（一）ギュンダー昌一デとは？

　ギュンダーローデ家はフランクフルト・アム・マインの貴族で、ハーナウに農場

を保有していた。しかし、1786年に父親が死去した後、ギュンダーローデ家では、

相続争いが生じ、母親のルイーゼと、カロリーネおよび5人のきょうだいだちとの

間に激しい謬いが起こる。結局、カロリーネは、19才の時に家を逃げ出し、フラン

クフルトのプロテスタント系の女子寄宿舎（それは貧しい貴族の未婚の女子のため

の施設であったとされる）で生活することとなった。寄宿舎の規律はあったが厳格

なものではなく、「修道院」のイメージとはやや異なっていたようである（WOLF

Luchterhand　S．12；Inse1，　S．23）。他方で、カロリーネは詩を書き、その執筆活動

は「ティアン（TianあるいはT1鋤n）」という男性名のペンネームで行われた。

　サヴィニーとカロリーネは、シュトルによれば、1799年の中頃、フランクフルト

の南、オーデンの森にある、いずれにとっても知己であるレオンハルディ家の領地

を訪問した際に初めて出会う。両者の関係は、一種異様な緊張関係を孕んで展開
　（13）

した。1804年4月17日に、カロリーネとも親しかったクニグンデ・ブレンターノと

サヴィニーが結婚した後も、カロリーネとサヴィニーの交流は続いたが、1804年冬

（12）仙RO五肥弘〇四GO〈の飲1ぞ00£1）召γS6加漉㌶6伽6S　71名微溺ε＆G6漉0玩6，　Pπ0εα，βガ碗，　Z詔8簡忽S－

　56〃。π励が差96％oss伽，勿耀％ミ969幽碗朋4珈’6げ麗”¢E∬のむ。％CR∬m微）ゐF，　Sammhmg
　Lτlch北erhand　3娼，　Hamburg／Z瀬ch，1981（この版は、！979年にBuchveriag　Der　Morgenから刊

　行された版のTa＄che痴uch版である）；臨R飢㎜γON　G娘心ROOE　E初s’6％∫166’励s薦6s
　琵∂醜．G召読01吻，　P70Sσ，βガ⑳，勘忽擁ε3ε〃0η劾が忽θηOS∫劒，舵箔砺S9鱈8わ劒規露4ε規Eεεの，，D〃

　εc履齢ε嬬s：rγα～襯εs“四〇鋸CRIS割賦ゐF，亙nse1　Tasche鍛buch　3！91，　Fra葺kfurt／Leipz量9，

　20◎6（こ：の版は、ギュンダーローデの没後100年を期して刊行されたもので、Luchterhand版と内
　容は同一である）。以下、本稿では、WOLF　Luchterhalldおよびlnse1とする。
（13）和仁・前掲三法の近代とポストモダン』226頁。
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以降、面分リーネは、サヴィニーの友人であり、当時ハイデルベルクの哲学・古典

語の教授職にあり妻もいる、フリードリッヒ・クロイツァーと（自暴自棄になった

とも思える）恋愛関係をもつ。しかしそれもやがて破局し、カロリーネは、1806年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14）
6月26日ライン河畔のヴィンケルという所で短刀を胸に刺し自ら命を絶った。

（二）創作活動など

　ところで、家族の不和、修道院ほどではないとはいえ女子寄宿舎の規律に縛られ

た生活、そして当時の社会で女性であること、このような現実世界での日々を送る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　α5／
カロリーネは、他方で親から受け継いだ優れた知的資質をもつ女性であった。カロ

リーネは、寄宿舎の自室で哲学や歴史の外さまざまな書物と取り組み考え、自ら詩

作し作品を発表し、こうして現実世界に対し精神世界を深め高め広げることで、自
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（16）
分の存在を自らのもとに引き留めようとしたのではないか。しかし、それは、綱渡

りのバランスのように今の瞬間は維持されているが、次の瞬間には失われるかも知
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）
れない危ういものであったように思われる。

　ギュンダーローデのサヴィニー宛て1804年1月3日付けの手紙には、次のような

一節があり、彼女の精神世界での至福感が伝わってくる。

　「私は通常自分の小さな部屋でよくあれこれと考えを温めています、この

部屋では私は、私の関心と、自分自身のこの世界のどこかにいるかも知れ

ない人、理想、学問、あるいは芸術に対する私の愛のなかで、私自身の、

隔絶された、幸福な生を活きています、というのは、私は、この懐かしい

小さな隅に長い間こもりすぎて、味気ない、世間と世間の入々から離れた

存在で、人々に接するときにもそうしなければならないようにするにはい

く14）A．STOLL　D67ブ徽9εS副忽鴛夕．κ痂鹿加伽6，醐αγろ％讐6γ襯4加磁s伽’67　Z8露Fγガ647ガ。ぬκα7」

　む。ηS劇忽矧＆．〃816ゴ漉6ガηβ6伽㍑gg雄0θε納励’6鹿7Ro辮醗励1927，S．98f．以下では
　STOLL王とする◎
（15）たとえば、カロリーネの父親のヘクトール・ヴィルヘルムには国家学、法学、歴史について死後
　に出版された著作がある。FREYHERR　H£KToR　WILL肥しM　vON　GむND£RRoDE　S伽競／ガ。加
　恥娩εα駕s46彫46κ∫o加重s孟媚孟ε一毛4∫）7勿α舵凶’8，46プGθso痂6配6襯4乃4廊ηz厩∫ε6η∫漉⑳，窺露

　麗κθ7z．4ゐ加磁1襯96π％η4麗8伽Z擁εグ如η／勿讐〃。％疎騰7’五α）曜G　POSS泓丁，2Bde，
　！787－！788．（なお、この書物は九州大学に所蔵されている。）
（三6）Vg1．　WOLF　Luch毛e痴a且d，　S．12；亙nse｝，　S．24．

αηカール・ハインツ・ボーラー著／高木葉子訳『ロマン派の手紙　美的主観性の成立』（法政大学
　出版局、2000年）82頁参照。
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つもあまりにも不器用だからです。そして、私はこの小さな部屋を見つけ

られずそこに住むことができず、この部屋が私を閉め出すとき、私はとて

も不幸となるのです。」（WOLF　Luchterhand，　S．163　f．；Insel，　S．247）。

　また、1804年2月26日より前に書かれたギュンダーローデのサヴィニー宛の手紙

では、実は戯曲の創作に没頭していることを次のように告白している。

　「とても恥ずかしいのですが申し上げますと、実は、私はいま戯曲を書い

ています。私の全霊はいまそれとかかりつきりになっています。それどこ

ろか、私はあたかも〔その劇が〕現実であるかのようにその中に私自身を

移入して考えています、しかしそこではまるで私は故郷にいるような気が

します、そして他方で私自身の本当の生活が他人事のように思えてくるの

です。私はこのような抽象化に対して、怒濤のように押し寄せてくる内的

な省察と創造の中に深く自らを沈潜させることに対して、とても豊かな素

質を持っています。グンダは、私のこのようなちっぽけな芸術にそれほど

までのめり込むことは馬鹿げていると言います。しかし私はこの〔私自身

の〕欠点を愛しています、それが欠点であったとしても、それが私を世界

全体に対して無害なものとして引き留めているのです。

　私は、自信に満ちで明朗で暖かであるべきだと思います。もし私がそう

であれば、とてもすばらしいことでしょう。でも、私ははたしてそうある

ことができるでしょうかPあなたはすべての事物の必然性を信じません

かP私は、私の存在が不確実で、まったく表面的な現象が入れ替わり立ち

替わりやってきて、内面の暖かさを保つことができないのだと思います。」

（WOLF　Luchterhand，　S．167　f．；亙鍛se1，　S．252）。

　ここでのギュンダーローデは、創作活動に没頭し沈潜することによって、自分自

身の不確実な存在を現実世界にとって無害なものとして引き留めようとしている。

　　　　　　　　　　　　　う
　また、「あるバラモンの物語」という哲学的短編では、ギュンダーローデ自身が投

影されているように思われる。
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　小アジアの港町スミルナで生まれたアルモール［アルマール］の父は、キリスト

教からイスラム教へ改宗したフランス人の商人で、アルモールに対しては冷酷かっ

厳格に接した。母は早く亡くなり、アルモールには母の記憶がない。「精神の目で生

を見ることを早く始めた子供は、人間社会の慣行、関係、要請を重苦しいものと考

える…」。アルモールは、ユ6才で商人見習いとしてヨーロッパの商人に預けられたが、

父の死とその商人の破産を機に、再びアジアへ向けて旅立ち、そこで次のような思

想に到達する。「人間は三重の生を活きる＝〔まず〕動物的に、それは人間の大地に

対する関係にほかならない。〔次に〕人間的に、それは人間同士の関係である。〔最

後に〕精神的に、それはひとりの入間が永遠なるもの、神的なものに対してもつ関

係である。このように三様に生きたことのない人は、その存在に欠陥を持つ、その

人の資質からは何かが抜け落ちている」。さらにアルモールはインドを目指し、そこ

でバラモンの賢者に出会う。そのバラモンの賢者は、「誇り高いヨーロッパ人は、教

養あり啓蒙された社会の中心であると自負しているかも知れない、だが、東洋では、

大地を照らし暖める太陽が何処でも昇っている。その太陽が西洋を照らすのはもっ

と後になり、その頃臼の光はより淡くなっているだろう。…民族の偉大さは、一度

しかやって来ない春の季節のようである。それは一度だけ来て去って行く、そして

今度は別の所を祝福する」と語る。アルモールにとって、この師は、神と人間の仲

介者であり、師の心情の中では親密さと美が解け合っていた。長い月日の後、師は、

17才のラシダという名の娘をアルモールに託し、永遠に旅立つ。亡き師の家でアル

モールは、あたかも自らバラモン僧のように今も暮らしている。

　「精神の目で生を見ることを早く始めた子供は、人間社会の慣行、関係、要請を重

苦しいものと考える」。「精神的…に生きたことのない人聞は、その存在に欠陥を持

つ」。ヨーロッパの「文明」世界を逃れ、人間性と神性の調和を求めてアジアの奥地

へと旅発ったアルモールには、現実と精神の世界に引き裂かれていたカロリーネ自

身が投影されてはいないか。

　なお、後述のように、サヴィニーもまた、法を産み出す民族の活力について語る

が、サヴィニ｝によれぽ、この活力は衰退することも更新を繰り返すこともある。

（18）WOLF　Luchterha磁，　S。118　ff，；Inse1，　S．182　ff．田邊・前掲・ドイツ文学82号79買以下も参照。
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しかし、民族の偉大さについて語るカロリーネのトーンは異なる。「民族の偉大さは、

一度しかやって来ない春の季節のようである。それは一度だけ来て去って行く」。

　ギュンダーローデにとって惨めなのは自己の丁丁だけではない。ドイツの政治・

社会も同様である。フランスでは市民が革命に立ち上がった。しかし、ラインのこ

ちら側では、本当の市民社会の定着するための条件はまだない。クリスタ・ヴォル

フは、カロリーネがこのような関連を認識していた。そして、彼女が展開させた精

神世界はこのようなドイツの状況から導かれた一つの帰結でもあった、とする

（WOLF　Luchterhand，　S．7ff．；1薮se1，　S．！6　ff。）。

　たとえぼ、ナポレオン・ボナパルトのエジプト遠征（1798年5月～1799年10月）

に題材を取った次のような詩が残されている（WOLF　Luchterhand，　S．57　f．；Insel，

S．93∫．）。

　　　　　　　　エジプトのボナパルト

夜のひざからようやく身をもぎ離す

　　　　　　　　　　　　　　　曙が

そして曙の造り上げるものが昼の光を放つ。

ついに夜は敗走する！そして明るい朝が

黄金、汝は深い青みを帯びた寝床を抜け出し

闇の国を照らすそこではかって

はじめての閃光が上がり、光は闇に打ち勝つ

早くも燃え上がる、まずは神秘のベールに守られて

そして逃げ出すと広くさらに辺りを照らすのである。一

それは故郷の国から永遠に離れ去ることはない

炎よ、それは砕け散るような輝きを投げ返すのである。

古い隷従の範は自由を解き放ち、

歓喜の火花がエジプトの息子達を呼び覚ます。一

これを現出させたのは誰かP誰が太古の

昼の光りを呼び戻したのかPその弓造の覆いと鎖を引き裂いたのは
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かの女神イシスのその彫造の、いにしえの謎として

そこに立つ、忘れられた太吉の賢慮の記念碑の覆いと鎖を引き裂いたのは

誰かP

それはボナパルト、イタリアの征服者にして、

フランスの寵児、褒め称えられる自由の記念碑

ボナパルトは、太古の歓喜を再び呼び起こす

衰退した幾世紀にローマの力を示すのである。一

英雄には偉業が達成できるように、民族を

祝福するという偉業が、自由の美しき夜明けが

黄昏の不気味なるひざから身をもぎ離すように

後の子孫が瑞々しく

熟した果実を楽しむように、その果実は死の危険を冒して

暗闇の狂気との恐ろしい戦いの中で、数々の

過ちとの、巨大な非情との、民族の幻惑との〔戦いの中で〕

血の涙を流しつつも、苦悩する人間性が

震えつつも今世紀の歩みの中に植え付けたものであった。

（三）　ギュンダー覇一デ／サヴィニー

　なぜギュンダーローデとサヴィニーは、互いに惹かれあったのか。それは両者が、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユ　ラ
強い知性あるいは心情の同質性あるいは類縁性をもっていたからではなかったか。

その類縁性は、知的な資質に優れたギュンダーローデが惨めな田常の中で自己の存

在を引き留めるため、内面の精神の世界を飛翔したのと同様の関連が、サヴィニー

にもあったことに基づくのではないか。

　1779年生まれのフリードッリヒ・カール・フォン・サヴィニーには、！773年から

1783年までに生まれた5人の兄弟があった。しかし、1785年から1790年までの問に

4人が亡くなり、兄弟は2つ年上のエルンスト・・ルードヴィヒとフリードリッヒ・

σ9）和仁・前掲・『法の近代とポストモダン』229頁。ギュンダーローデとサヴィニーについては、
　K聡FNER　Fγ露47ガ6んCα71θo㌶S劇忽％ツi簸：C．　JA麗ME　UND　O。　P6GG£L£R（Hrsg．＞F％α％雛プ’始6γ

　ガSオ46フ・△繕う44ガ6S6γEγ66．　D薦S6醤蝦S認6痂6γG翻8ηオガ0π礁プGo6’加9θ露，　De姐tscher　Idealis－

　mus　Bd．8（1983）S．23！ff．；盟6α／S．177　ff．も参照Q
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カールだけになる。しかしその兄も！790年に、さらに父であるクリスティァン・カー

ル・ルードヴィッヒも1791年に死去する。サヴィニーの母であるフィッリピーネ・

ヘンリエッテは、夫が残した財産を管理するため、夫の友人でヴェッツラーの帝室

裁判所陪席判事（Assesor）であったクリスティアン・ノイラートとともにフリード

リッヒ・カールの後見人となる。しかし、フィッリピーネ・ヘンリエッテも1792年

7月に世を去り、一家で残されたのは13才のフリードリッヒ・カールだけになって

しまう。7年の問に、両親と6人の息子達の家庭は、サヴィニーだけを残して、み

な世を去ってしまった。1人残されたサヴィニーは、副後見人であるノイラートに

引き取られ、帝室裁判所のあったヴェッツラーで生活する。財産的には豊かであっ

ても、これが現実世界におけるサヴィニーの日常であった（STOLL　I，S．25　f£）。

　1795年に16才でマールブルク大学に入学したサヴィニーは、一時健康を害するほ

ど勉学に励んだとされる。サヴィニーは、1798年1月14日付けのノイラート・ジュ

ニア宛の手紙（STOLL　I，S．62／Nr．3）で次のように書き送っている。

　「僕の心は悲しい運命を経験して、そして僕は今生きる喜びのない冷酷な

日常と不機嫌の中で生活している、気晴らしと勉強の中でようやく自分を

引き留めようとしている。一これは苦痛というよりも腹立たしいくらいだ。

でも同時に、僕は、それがそうでなくなっていくような予感がする、僕が

力を、今まだ僕が使っていない精神の力、心の力をもっている予感がする！

　でも、僕がすでに思考の面で確実な立場に達したと思うなら、君は間違っ

ているよ。僕はようやくこの冬学期、ずっと前から僕の関心事だったもの

と初めて本当に真剣に取り組んだ。人が当然で確実と認めるものが僕に

とってはまだよそよそしいものであることを、君は信じないだろう。この

方法で僕が納得できる確信に行き着くかどうかは僕にはわからない、でも

大半のいわゆる哲学者のように僕は模倣をしないだろう、このことを僕は

すでに知っている。この点について、君が望むならぐ次にもっと詳しく述

べよう。」

生きる喜びのない臼常の中で、勉学で自分を引き留めてきたサヴィニーが、自分
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の中にまだ秘められた精神の力を予感し始めた1797／98年の冬学期、サヴィニーが出

会い本当に真剣に取り組んだ「ずっと前から僕の関心事だったもの」とは何か。こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2⑪）
れまでの解釈によれば、それは哲学の勉強であったとされる。

　また、そのおよそ1年後、再びノイラート・ジュニア宛て！798年末あるいは1799

年初めの手紙では、法実務（prakt三sches　Justizwesen）に身を委ねる決心を述べた

後、次のように書き送られている（STOLL　I，S．70／Nr．9）。

　「この領域についての知識に関しては、僕は、今振り返ると、以前には通

常の勉強方法の無秩序さにずいぶんと時問と労力を費やしていたことに気

づく。僕はこの前の夏学期から、（僕がことのほか好きな）ローマ法をホー

フアッカーに従ってかなり本格的に繰り返し繰り返し勉強しており、個々

の資料も研究している。それももうすぐ終わるだろう。ぞうすれば次に、

（僕が心から軽蔑している）そのほかの法律分野をざっと片づけてしまう

つもりだ。」

　　　　　　　　　　　　　　く　つ
　生きる喜びのない現実の日常を送る若きサヴィニーが、精神の世界で真剣に取り

組み（しかもその際、模倣をせず自ら考えていこうと決意する1）それにより自分

の存在をこの世界に引き留めたもの、それは哲学と（自分自身で法源に取り組むこ

とによる）ローマ法の勉学であった（サヴィニー研究の定説によれぽ、この時期は、

哲学とローマ法の双方がサヴィニーの関心事であった）。ここには、サヴィニーと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
ギュンダーローデの共通した環境が認められる。いずれも資質や天分に恵まれてい

（20）N6RR　a．　a、0．！～60玩36彫zoガ。ん♂π％9召η蜘B召痂％S．1；JAKOBS　a．　a．0．，　TR，　Bd．17，　Nr。3－4，　S．

　250．

伽健康状態も悪かった。1797年には、血圧の急激な低下（Bluts之urz）で生命の危険、あるいは自殺
　を考えるような状況であったとされる。Vg1。　F．」，　H6LZL　F瘤47勧Cα7♂〃。％Sα〃忽％ys五幼7ε
　〃。η4θ7＆6〃彬γ’76’襯g」E劾B勧ん珈ε6競6初万s漉6転瞬％総α〃2002，S．綴f．また、1799年8
　月16障付けのフリードリッヒ・クロイツァー宛の手紙（SToLL　I，S．126／Nr，31）では、「人間は、
　還常は偉：大で立派に見えるすべてのものが消え失せてしまうような精神の状態に陥ることがあり
　京す、そこでは活き活きとした希望が起こることはなく、すべての生命はどうでもよい、璽荷にす
　ぎないものとなってしまいます。身体が本質的にそのことに寄与していることは、それに対応して
　それがまったく無力であることを証明します…この状態は極めて深刻に作用します！一しかし、
　このようにわれわれにとって世界とわれわれ自身を価値あらしめるすべてのものが殺されてしま
　うことが可能であるとするとならば、いったい何がわれわれの存在を確実なものとしてくれるの
　でしょうか2…」と述べた後、フィヒテ哲学を皮肉り絶望の霜葉を投げかける。ここではサヴィ
　ニーの存在は禮当深刻に脅かされている（身体的不調による抑欝状態といわれる）。
（22）和仁・前掲・『法の近代と潔ストモダン』228頁および238頁以下の注46（ただし、サヴィニーの
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るが、運命の定めにより惨めな日常を送らねぼならなかったサヴィニーとギュン

ダ一理ーデは、自己の存在をこの世界に引き留めるため、内面的な精神の世界を広

げていった。そのための精神の世界での取り組みは、ギュンダーローデでは詩作、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（23）
サヴィニーでは哲学とローマ法であったという違いがあっても。また、フランス革
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（24）
命に対するスタンスも異なっていたとしても（後にサヴィニーはナポレオン法典の

ドイツへの導；入へ反対する姿勢を示す。また、なおも裕福な貴族であるサヴィニー

にとっては、ドイツに押し寄せる革命の波の中で、先祖代々の領地をいかに守るか
　　　　　　　　　　　　　（25）
が大きな関心事となっていく）。

　さらに、個人的環境のみならず、ギュンダーローデがドイツの市民社会の惨めな

現状に対しフランス革命の自由の理念を詩作の中へ昇華させたのと同様、早くも20

才の頃のサヴィニーは当時のドイツの法学の現状（法学の通常の勉強の方法の無秩

序さ、心から軽蔑しているローマ法以外の分野）に対し、回忌がことのほか好きな）

ローマ法」の中に法学の理想を追求し始めていた。

　ギュンダーローデとサヴィニーの聞に緊張を孕みつつも関係が継続していったの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（26＞
も、言われるように両者に強い同質性あるいは類縁性があったからであろう。1804

年の年頭から、カロリーネ、グンダおよびサヴィニーの三人の関係において、とく

にカロリーネとグンダの間がしぼしぼ極めて険悪化する（本章で言及した書簡は

もっぱらこの時期のものである）。このような関係の申で、あるいはこのような関係

　境遇からのみ推論する単純さに対し警告する）参照。そこでも引用されている、盈皿ノ∂崩〈W
　・4NSE膨飽鷹R醐C凱餅認D郡C刀C殴∫ビ五UαV駆”α〉｝乙2泌グS耽如儂S伽臥87ガ吻θ6ん以
　o挽痂ασ磁66漁蝋細腰翻㎎確866η，6勉96♂6露α襯4ん。規脱η飽γ飽。究飽RβE暫κ澄。飢1990，S．
　IIIは、実証を課題として残すとする。
（23＞和仁・前掲・『法の近代とポストモダン』229頁以下。

燭　フランス革命に対するカロリーネとサヴィニーのスタンスの違いについては、和仁・前掲帯法
　の近代とポストモダン』242頁注83も取り上げるサヴィニーの！804年！月8名付けのギュンダロー
　デ宛の手紙の一節が興味深い。それは、「おいおい、親愛なる友よ、あなたは驚くべき感性と意図
　を持っていますね。あなたはまったく、相当に共和政的心情をお持ちだ、それはたぶんフランス革
　命のちょっとした残津では2…グンダと私の間の仲介者を引き受けること…を決心することは英
　雄的で、あなたのような共和主義者が最も宣醤しなければならいごとなのでは」（WOLF　Luchter－
　hand，　S．164　f．」器d，　S．247　ff。）という一節である。その前の！坊門ヨ付けの手紙でグンダは「こ

　の世で何かに依存していること、自由でないこと、そしてあらゆる関係で唯一のものでないこと」
　がギュンダー口口デを苛立たせると書き送っている（WoLF熱chterhand，　S。163；1貧sel，　S．246）

　ことからみて、何物にも依存せず自由で自分が世界で唯一の存在であるかのように振る舞おうと
　することが、サヴィニーのいう「共和致的心情」の意味であったと思われる。
（25＞赤松「サヴィニーとフランス民法典一実証化するサヴィニー研究一」『民法学の課題と展望　石
　濁喜久夫先生古稀記念』（成文堂、2000年）11葺以下、14頁、同r実証的サヴィニー研究の裾野一興
　近のDissertationenから一」金山直樹編謬法における歴史と解釈』（法政大学出版局、2003年）116
　頁以下、とくに1過刻、127買参照。
（26）和仁・前掲・『法の近代とポストモダン』226頁、228頁。
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の中だからこそ、それまで時にはイローニッシュにまた時には茶化してカロリーネ

との間の距離を保とうとしていたサヴィニーが、カロリーネと自分の同質性に次第

に気づいていった。1803年12月25日付けの手紙でカロリーネが「私は［時々］本当

に自分自身を吐露したくなる思いに襲われる」（WOLF熱chterhand，　S．161；1獄se1，

S．244）と述べていたのに対し、サヴィニーは1804年1月8日付けの手紙で「あなた

が自分自身を吐露したくなることを、私はとてもよく思い浮かべことができます。

そこには幾分か論理的なものがあり、それによってまたわれわれはとくに親密にな

るのです。私はまだあなたの思考と感性の全体がとる方向性を知りませんが、私は

それを知りたいと思います…」（WOLF駄chterhand，　S．165；1鍛sel，　S．248）と述べ

る。この手紙は、またカロリーネの「共和政的心情」に触れ、自分とグンダの間の

仲介者になるよう求めるのだが（注24参照）、返信である1804年1月1帽頃のサヴィ

ニー宛の手紙で、カロリーネは、数年前レオンハルディ邸で出会った不躾な若い男

に寄せ、「わたしはその若い男がだんだんと憎らしくなってきました、それはあなた

が憎らしいの同じくらい。だってあなたはわたしにあなたとグンダの仲介者になる

よう求めるのだから。あなたはなんて意地が悪いの！なんて皮肉家なの！なんてひ

どい密なの！」（WOLF　Luchterha磁，　S．166；亙貧se1，　S．250）と書き送る。サヴィニー

は、暫くの冷却期間の後2月8日、ギュンダーローデの心は離れても自分は今もギュ

ンダーローデのものであると述べた後、こう続ける。「しかし真面目に言えば、親愛

なる友よ、あなたはまったく忘れてしまっているのですかP私もあなたの幾分かの

部分をもっていることを、あなたが遺伝的かつ素質的にわれわれのものになろうと

してきたことをP…こらギュンダーローデちゃん（GUnderr6dechen）、われわれふ

たりの有名な精神の類縁性（Seelenverwantdschaft）はいったいどこにいってし

まったんだいP」（WOLF　Luch宅erhand，　S．166　f．；Insel，　S．251）。

　また、日付は不詳だが1804年2月26臼よりは前の手紙で、前述のようにカロリー

ネは劇作に夢中になっていること、それをグンダが馬鹿げていると言っていること、

自分が不安定な存在であることを述べた後、「にもかかわらず私はあなたにお願いす

るのです、私のこの生来の性悪さを許してください、と」と哀願する（WOLF　Luch毛er－

ha撮，　S．168Jnsel，　S．252）。2月26日付けの次のサヴィニーの手紙は、これに対す

る返答であったが、「さしあたり」と断りつつサヴィニーは、自分がグンダではなく
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カロリーネの側に立つことをカロリーネに告げている。「あなたの手紙は、親愛なる

友よ、私をとても喜ばせました、しかし、私は、前から感じていたことですが、や

むをえないこととはいえ、私があなたをまだよく知っていなかったこともわかりま

した。いまはあなたの素質を知ることができなんと嬉しいことでしょう！さしあた

りあなたが〔劇作に〕熱中している様子は私を喜ばせます、そして、この熱中ぶり

についての有名なグンダとの争いにおいては、私は前者の方の側に付くこととしま

しょう、〔私がこのような立場を取ることについては〕私が一般論として後者（私は

グンダのことを言っています）にまったく反対する立場を取っていることが、もち

ろんのこと寄与しているのだと思います」（WOLF油chterhand，　S．！68；Inse1，　S．

253）。

　以上を要するに、様々な制約のある現実の自己の存在に対して、限りなく広がる

精神の世界を追求すべく突き動かされるイデアリスムスの心情の構造が、ギュン

ダーローデとサヴィニーには共通する。そして、それがまた、次に問題とするよう

に、サヴィニーがヘルダリンを受容した、少なくともヘルダリンのテクストに惹か
　　　　　　　　　　　　　　　（27）
れた基盤となりえたのではないか。

ニ　ヘルダリンの抜き書き（Absc捕費）をめぐる諸問題

　これまでも何度か触れたように、サヴィニーの『立法と法学に対する現代の使命
　　　　　　　　（28）
について』（18慧年）の執筆資料の中には、『ヒュペーリオン　あるいはギリシャの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（29＞
隠者』第1巻（！797年）からの抜き書きが残されている。この発見はサヴィニー研

（27）ギュンダーローデとヘルダリンの並行性について、WoLF　Luchterha綴，　S．15鎗IRsel，　S．28
　ff．は、ギュンダーローデが、ヘルダリンの「空腹をわれわれは愛と呼ぶ：そしてわれわれが何も見
　えないところで、われわれは神を信じる」という詩句をノートしていたことに、両者の並行性を認
　め、ヘルダリンから見ればギュンダ一著ーデをよりょく理解できる可能性に触れる。　ボーラー・
　前掲書235頁以下も、死を介した自然と人間の～致（至福）に即して、ギュンダーローデとヘルダ
　リンの『ヒュペーリオン選との並行性に欝及する。そういえば、人間性と神性の調和を求めるスミ
　ルナ生まれのアルモールの修行の旅は、ヒュペーリオンの物語を彷彿とさせるところがないとは
　葺えない。

㈹　γo窺。867げ観57醐Z6ガ海706s繭g6伽ηg襯4Rε碗孟ε漉ε36郷酌⑳1814．以下では、『使命』
　あるいは挽7zグとする。
（29）H．AKAMATsu／J．　RむcK君RT（Hrsg）搬理）郡。質C殴R五那αv　S直砺αvyl　PoJが励襯4　N醒676
　功9ガε履ガ。翅η．認諺副α舵％耀窺，β6♂5’46γG6∫酸86δ観9“，　SavI9貧yaRa。　Text繊d　Studie難5，

　2000，S．！58＝UB　Marburg　Ms　925／3，　B1．103r．なお、この抜き書きの問題については、すでにわ

　が國も紹介されている。石部雅亮「サヴィニー研究の新局面」（下）書斎の窓323号（1983年）37頁
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同製においては極めて重大なものであり論争を引き起こし、今日、サヴィニーの法

学に対する哲学や時代思潮の影響を考える場合、必ず論じられねばならない問題で

ある。

　ところで抜き書きされているのは、次のようなテクストである。

「ヘルダリンのヒュペーリ：オン　巻の！　テユービンゲン1797年　112頁

植物の〔ような〕幸福から、人間は出発した、そして成長を繰り返し、人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
問は成熟した。その時から、人聞は内的にも外的にも沸騰し続け、今これ

までに人類は限りなく解体し、なおも感じることができ見ることができる

者が目眩にとらわれるような混沌がある。しかし、美は人間の生活から精

神の中へと逃れていった。自然であったものが理想となる。同じ木の幹が

下のほうから乾き風化していくときも、その木からは活き活きとした梢が

なおも払い立ち、その木がかつて若木であったころのように、太陽の光の

中で緑に輝：くのだ。自然であったものは理想となった。そこにおいて、こ

の理想において、この若返った神性（ver鎖ngte　Gottheit）において、少数

者は互いに認め合い、『ひとつ』になるのだ、なぜならその少数者の中には

『ひとつ』のものが存在するからだ。そしてこの少数者から、彼らから世

界の第二期が始まるのだ。」

太古の時代の人類の有機的調和が複雑化した文明の蒔代には少数者の美の精神と

して生き続けるという美しい一節だが、このヘルダリンの抜き書きをめぐっては、

これまでさまざまな議論がなされてきた。たとえば、リュッケルトは、この抜き書

　以下、赤松「『使命』の誕生とその情況一サヴィニーの手稿敏治。最近の諸立法』をめぐって」
　『文明装置としての国家　His毛oria　Jurls比較法史研究⑤』（未来社、1996年）212頁以下（本章は、

　ここで述べたことを出発点として再確認し、さらに考察を進めようとするものである）。
（30＞原文はg甑rte難であるが、　Kie11｝e　Stuttgarter　Aus即beによるレクラム文庫版では、鱒rtenとさ

　れる。和仁・前掲・『法の近代とポストモダン』242頁注83では醗酵」、岩波文庫版（渡辺格司訳、
　1936年）87買は、寒けて」と訳す。これに対して、手塚富雄ドヒュペーリオン」『ヘルダーリン全
　集3』（河出書房新社、1966年）56頁、仲畑鼠樹r〈隠れたる神〉の痕跡　ドイツ近代の成立とヘル
　ダリン』（世界書院、2000年＞47頁はいずれも「沸騰」と訳す。ここでは、後に述べるように、キー
　フナーやリュッケルトがここに結びつける「革命」のイメージとの関係で、「沸騰」と訳す。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヨユう
きから、客観的観念論者としてのサヴィニー像を提示した。

　また、サヴィニーの著作の中にヘルダリンの引用はない。そこで、キーフナーは、

両者のテクストを比較することを通じ、以下に詳述するように、法の本来の存在形

式は民族の共通意識に根ざした慣習法であるが、複雑化した時代では法曹に代表さ

れて妥当するというサヴィニーの法曹法の理論において、両者の思考の並行性を指

摘する。もっともキーフナーは、サヴィニーの発展史的な思索がヘルダリンに由来

するかについて、つまりヘルダリンがこの点でサヴィニーに影響を与えたかについ

　　　　　　　　　　　くゆ
ては、判断を留保している。

　これに対し、ヤーコプスは、ヘルダリンの抜き書きとサヴィニーの関係を過大評

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
価すべきではないとする。ヘルダリンは、『使命』の執筆資料中の文献リストには登

場しない。ヤーコプスによれぽ、サヴィニーは、ヘルダリンなしに法曹法の理論へ

と行き着いたはずで、ヘルダリンの抜き書きは、サヴィニーが自分の思考に合致す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3繧〉
るものを収集していた、そのコレクションの一つにすぎない、とされる。

　ところで、サヴィニーからヘルダリンのテクストへ、いつ頃どのように通路が開

けたのか。この問題についても、論争がある。

（一）年代確定

　サヴィニーによるヘルダリンの抜き書きには、日付けが付されていない。そこで

年代確定が問題となるが、リュッケルトは、この抜き書きがなされたのは、ヘルダ

リン『ヒュペーリオン』第1巻が刊行された1797年の直後ではないと推定する。そ

の頃のサヴィニーの筆跡は、もっと柔らかな丸みを帯びたものであったというのが
　　　　くヨうラ

理由である。キーフナーは、1803年以降であるとする。サヴィニーのマールブルク

大学での！802／3年冬学期の法学方法論講義には、［発展史的思考について］ヘルダリ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　ラ
ンの影響をいまだ見出すことができないことが理由である。インゲボルク・シュナッ

（3ユ）RむcKERT　a。　a．0．，　S．里41　und　auch　die　F貧．648　dort，　S．254　ff．

（32）K：IEFNER　146α1　zoか4ω薦翫魏7　z僻7　h｝：QF　9，　S．522；2冨6認S．144．

㈹AKAMATsu／RむcKERT　a．　a．0．，　S．99　ff．＝UB　Marburg　Ms　925／3　B1．71r／v．

（34＞JAKOBS　1万εβθgγ魏づ観gゴ6796so雇6醗Zゴ罐8％R60屠脚ゴsε醐s酌φ1992，　S．331，　Fn．223．
（35）RむcK£RT　a．　a．0．，　S．142．

（36｝KIEFN£R　a．　a．0．，　QF　9，　S．522；躍6α1　S．144．ただし後述注66参照。この点については，管見の

　限り1803年夏の法史学講義（後述注64）でも同様である。
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クは、ベルリン大学にサヴィニーが移籍した後の1812年以降にこの抜き書きがなさ

れたものと推逸する。その根拠は、この抜き書きのために使用された紙である。そ

の紙にはすかしがあり、それは「フリードリッヒ・・ヴィルヘルム3世」とあり、こ

れはプロイセン国王フリードリッヒ・ヴィルヘルム3世（生没1770年～1840年・在

位1797年～1840年）のことであるが、このすかしが入った紙をサヴィニーが使用し

　　　　　　　　　　　　　　　　　（37＞
ているのは、！8！2年以降であるとされる。

　キーフナーが抜き書きがなされたのは！803年以降と解し、サヴィニーの歴史理解

に断絶点を認めるのに対しては、リュッケルトは、充分な理由が示されていない、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（38）
あるいはそのような解釈をする前提自体が支持できないとして、批判的である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヨ　ラ
　また、シュナックの見解に対しては、同じ紙がすでに1811年に使われている例が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（40）
あり、1812年からサヴィニーが使用を始めたと断言できないことが指摘される。ま

た、キーフナーも、フリードリッヒ・ヴィルヘルム3世の即位は、『ヒュペーリオン』

第1巻が刊行された1797年まで遡ることに触れ、やはりサヴィニーがベルリン時代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（41）
’に使用した紙であると断定することに対し慎重な留保をしている。

（二）紹介者

　サヴィニーのような教養人ならば、誰にも紹介されずにヘルダリンのテクストに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（42）
行き着いた可能性があるのはもちろんである。しかし、もし紹介者がいたとしたら、

それは誰か。これは、抜き書きがなされた時期とも密接に関連する問題で、やはり

諸説がある。たとえぼ、ヘルダリンの友人で、1799年にイェーナで同地に滞在中の

サヴィニーと知り合ったべ一レンドルフ（Bδhle面orff）。彼は、1799年10月24日付

けのヘルダリン宛の手紙で「私はここで『ヒュペーリオン』を何人かの若者たちに

与えてみました、そして、彼らが心の喜びと歓喜をもって、彼らの精神の自己発見

（37｝1．Sα至NACK（Hrsg．）エ）67β万富6漉3θ19ω客so加ηF万667勲Cα7」か。％S副忽ηy％％61　s勧勿η

　、4％8’襯三四8伽α槻α800ヨ804ソ纏≠Doんz侃観オ6η襯4β万醜η雌s　4翻Fγ召3謂48∫ん7諮．
　γ師励％漉6伽η96ηゴεγEゴs’oγ云scゐεηκoηz禰s蕊。η飾ss醜23，紐～ss∫s6加βγゴ⑳ゴ6sエ9㌦海ん駒襯一

　48γオε，3、Bd．，1984，　S。52　ff．

（38》RむcK狂RT　a．　a．0．，　S．142，　F貧．649．

（39）たとえば、UB　Marburg　Ms　925／33　Bl．45－52　u，54．これは、ローマ法史学講義のためのサヴィ

　ニー自身の講義原稿で、そこには！811年11月21田に開女口された冬学期の講義の序論が記されてい
　る。

（40）AKAMATSU／RむCKERT　a．　a．0．，　Einleit撒9，　P．　XXXVI（H．　A．）．

（曝1）K：聡FNER　a．　a．0。，　ZSRom　l！2，　S．439；躍6認S．2淫2．

（基2｝Vg1．　K欝FNER　a．　a．○．，　QF　9，　S．5！6；246認S．138．
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をする様を見ました」と書き送っている。あるいは、1804年にサヴィニーの妻とな

るあるクニグンデ（グンダ）・ブレンターノ。グンダは、ヘルダリンの精神的恋人で

あるズゼッテ・ゴンタルトと親しい友人であった。たとえぼ、1799年8月には、ズ

ゼッテのワイマールへの旅行（その目的はヴィーラントやシラーなど名だたる作家

達に会見することであった）にグンダが同行している。あるいは、サヴィニーの友

人であったイギリス人、ヘンリー・クラブ・ロビンソン（H．C。　Robinso簸）。彼は、

別の友人に、1804年3月18El付けの手紙で、『ヒュペーリオン』を読んだかどうか、

尋ねている。あるいは、サヴィニーの妻グンダの姉でクレメンスの妹、ロマン派の

詩人アーヒム・フォン・アルニムの妻となり、自らも女流作家となるベッティーネ・

ブレンターノ。ベッティーネは、ギュンダーローデに、ヘルダリンの訳によるソフォ

クレスを夢中で読んだ旨を書き送っている。シュナックは、以上のべ一レンドルフ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆう
グンダ、ロビンソン、ベッティーネ・ブレンターノの4人を可能性としてあげる。

　キーフナーは、さらに、クレメンス・ブレンターノと共に『少年の魔法の角笛』

を編集したアーヒム・フォン・アルニムが紹介者である可能性を指摘する。アルニ

ムは1814年8月13日付けのサヴィニー宛の手紙で「実践的美学」の構想を書き送っ

ているが、そこで、「〔その講義で私が使用する〕ハンドブックは、ヘルダリンの窪ヒュ

ペーリオン』になるでしょう、この驚くほど深遠で明瞭な書物から発して私にとっ

て実に多くの省察がもたらされました。前の年私が悩みに最も苦しんだ時もいつも

気になった唯一の書物でした、多くの事柄がこの書物に関連させられます、とくに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　くぜの
国家についての学がそうです」と述べている。キーフナーは、「フリードリッヒ・・ヴィ

ルヘルム3世」のすかしの入った紙が、〔1799年当時〕イェーナでも流通していたと

すれぼ、シュナックによるべ一レンドルフという推測もありうることである。しか

し、1814年〔にアルニムを通じてサヴィニーが『ヒュペーリオン』を知った〕とい

う推測も、アプリオリに排除されるわけではない、とし、いずれにせよ「サヴィニー

がヘルダリンの合一性哲学の虜となったのが、すでに1799年のことがそれとも！814

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　ら　
年になってのことだったかは、等閑視できない問題である」と述べる。

（43｝　SCH｝蔓ACK　a．　a．0．，　S．52　ff．

（44）H．HARTL（Hrsg．）盆7％珈sβ7ガ⑳侃S副忽％夕！803－1831、躍が一三7飾αゼ6〃6ηα♂s殴競魏g
　l982，　S。96．　N6RR　Sα〃纏夕sヵ痂10so卿ガso勿五盈加加6，　S、170は、1812年以降におそらくアルニム

　の紹介によリサヴィニーがヘルダリンを読んだと推定する。
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　なお、その後1995年に、キーフナーは、果たしてこのヘルダリンの抜き書きがサ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
ヴィニー自身の筆跡によるものか、を問題としている（これに対し、リュッケルト

　　　　　　　　　　　　　　　　　くなわ
は明らかにサヴィニーの筆跡であるとする）。

（三）『使命』と『ヒュペーリオン』一テクスト比較一

　以上のように、ヘルダリンの抜き書きをめぐる問題は、いまだ決着を見ていない

のであるが、本稿での考察をすすめる前提として、ここで抜き書きされたヘルダリ

ンのテクストの柱となる要素をさしあたり次の①～④に纏めておきたい（念のため

付言すれば、以下は、あくまでもサヴィニーの法学との並行性を検討するためであ

り、ヘルダリンの詩句の解釈というわけではない）。

　①自然と精神の一体性

　「植物の〔ような〕幸福（PI繊ze難gl蓑ck）から、人間は出発した」。しかし本来は、

植物は幸福も不幸も、あるいは解体や混沌も、感じる意識を持たないはずである。

ここでは自然と美が一体の有機体として捉えられている。あるいは、「自然であった

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐ　
ものが理想となる」という定式化も同様である。自然的なものと精神的なものを一

体化するこの哲学（統合哲学・合一性哲学）は、リュッケルトによれぽ、世界を精

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くる　ラ
神の展開として捉える客観的観念論の思考法である。またそこでは主観と客観が統

合される。キーフナーは、サヴィニーがヘルダリンのテクストに魅せられてこの抜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くらの
き書きをした時点で、サヴィニーは反カントの立場をとっていたとする。

　②沸騰・解体・混沌

　人間が成長し成熟するにつれ、太古の有機的調和は失われ、沸騰・解体・混沌の

時代がやってくる。

　③少数者の精神

　しかし、解体と混沌の中で、自然が美の精神として生まれ変わり生き続ける。た

（45）K王EFNER，　Rezension　zu　ScKNAcK，　ZSRom　107（1990）S。716．　KIEFNER　a．　a．0．，　QF　9，　S．516；

　Z擁α♂S．138は、考えられうるrヒュペーリオン』紹介者の一人として、ギュンダーローデの名も
　挙げる（ただしそれ以上の論証はない）。
（46）KIEFNER　a．　a．0．　ZSRorn　112，　S．439；Zゴ6認S。242，

（47）AKA蟹ATsu／R慧cKERT　a．　a．0。，　EiRlelt繊g　p．　XXXW，　Fn．27（J．　R）。

（48）Vg1．　K王EFN£R　a．　a．0．，　QF　9，　S．517；Zゴ印／S．ユ39．

（49）Vg亙．　R鳶cKERT　a．　a．　O．，　S．234　f．

（50）Vgi．　K駕FNER　a．　a。○．，　ZSRom　112，　S．446；1冨ωJ　S．249，
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だし、それは少数者の精神において。

　④若返り

　そして、それは、太古の調和の蘇りという意味で、若返った神性（verjUngte　Gott一
　　　　くさエラ
heiのである（「同じ木の幹が下のほうから乾き風化していくときも、その木からは

活き活きとした梢がなおも生い立ち、その木がかつて若木であったころのように、

太陽の光の中で緑に輝：くのだ」）。

　ところで、キーフナーは、テクスト比較により、ヘルダリンの思考は、『使命』の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くう　　
以下（a）（b）（c）のテクストにおいて認められるとする。

（a＞『使命』第2章　実定法の成立（8頁～12頁）

　「〔8頁〕われわれが文書によって確認できる歴史を見出す限りにおいて、

民法は一定の性格を持ち、その民族に固有のものである、それは言語や、

慣行や、国制と同様である。それどころか、これらの現象は、抽象化され

て存在するのではなく、そのひとつの民族の個々の力と活動であり、その

性質においては、分かちがたく結合されており、われわれの省察において

個々の性質として現れるものにすぎない。それらをひとつの全体へと結び

つけるものは、民族の共通の確信であり、・内的な必然性についての同じ感

情であり、それは、偶然的で人為的な成立というすべての考え方を排除す

る。

　〔9頁〕…かかる民族の幼年期は、概念というものについては貧弱であっ

たが、その時代の彼らの状態と関係についての明瞭な意識を享受していた、

その蒔代は、これらを全体としてかつ完全に感じとり体験し尽くしていた、

それに対して、われわれは、技術的に複雑化したわれわれの存在において

は、われわれのもつ窟裕さに圧倒され、それを享受しまた支配できずにい

（51》なお、1799年2月頃に成立したとされるヘルダリンの「若返り（Die　Ver鎚Rgung）」と題する詩
　の断片につき、小磯仁『ヘルダリーン　愛の肖像一ディオーティマ書簡一ヨ（岩波書店、2004年）
　69頁以下参照。
（52）K王EFN£R　a．　a。0．，　QF　9，　S。519　ff．；躍6α1　S．14！ff．
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る。かの明瞭な自然に即した状態は、民法では就中保持され、そして、個々

の入間にとっては、彼の家族関係および土地所有ではその本来の評価を通

じてより重要なものであり、これと同様の理由に基づき、私法の準則じた

いが、民族の信仰の対象に属していた。…

　〔1！頁〕…しかし、このような法と民族の存在との有機的な関連は、時代

が進歩しても維持される、この点において、それは言語と比較されうる。

言語にとってと同様に、法にとっても絶対的な静止の状態はなく、それは

民族のすべての他の傾向と同じく、変化と発展の下におかれ、この発展は、

かの初期の現象と同じ内的必然性の法則の下にある。法は、民族と共に生

成し、民族から発し、そして最後には、その民族がその固有性を失うこと

によって、死滅する。しかし、このような内的な形成は、文化の時代にお

いて、それを認めることは極めて困難である。というのは、上述のように、

法の本来のありかは、民族の共通意識だからである。これは、ローマ法に

おいては、その基本的性質について、たとえぼ、婚姻、所有の普遍的性質

においては、なおそのように考えられうるであろう、しかし、われわれが

学説彙纂でその抜粋を有する、無限の〔！2頁〕詳細さについては、誰もが

不可能と考えるに違いない。このような困難さは、われわれを法の発展に

ついての新たな見解へと導く。なぜなら、より高度な文化においては、民

族のすべての営みは、かつては共通して営まれていたのであるが、今やよ

りいっそう、個々の身分に委ねられる。このような分化した身分として、

今や法曹も現れる。法は今や言葉に現され、学問的傾向をもち、かつて、

民族全体の意識の中で活きていたように、今や法曹達の意識に委ねられる、

この作用については、民族は今や法’曹によって代表される。法の存在は今

やより技術的（ktir鉦stlicher）でより複雑なものになる。というのは、法は

二重の生命を有するからである、一方では法がなおそうであり続ける民族

全体の生活の一部として、他方で、法曹たちの手になる特別な学問として。

この二重の生活原理の協働から、その後のすべての現象は説明される。そ

して今や〔学説彙纂の〕かの計り知れない詳細さが、恣意と意図をまった

く伴わない有機的な方法でいかにして成立し得たかが明らかとなる。簡略
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化のためわれわれはこれから、法の普遍的な民族生活との関連を政治的要

素、これに対して、分化された法の学問的生命をその技術的要素と呼ぶ。」

　キーフナーによれば、以上のテクストにおいては、太古の人間の生活の調和が、

文明化した時代では少数者の精神として生き続けるというヘルダリンの思考と、民

族の共通意識に裏付けされた慣習法という法の本来の性質に対して、その後の複雑

化した時代においては、法は、学識法曹によって代表され、法曹法・学説法として

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くらヨ　
通用するという、サヴィニーの思考と間の並行性が認められる、とされる。

　ここでは、法が民族の存在そのものから流れ出るものと解されている。たとえば

眠族の幼年期は、概念というものについては貧弱であったが、その時代の彼らの

状態と関係についての明瞭な意識を享受していた、その時代は、これらを全体とし

てかっ完全に感じとり体験し尽くしていた」という個所は、ヘルダリンの「植物の

ような幸福」を連想させる。ここには前述の①自然と精神の一体性の要素が認めら

れる。

　そして、そのような時代、「かつては共通して営まれていたものが、今や個々の身

分に委ねられる、このような分化した身分として、今や法曹も現れる。法は今や言

葉に現され、学問的傾向をもち、かつて、民族全体の意識の中で活きていたように、

今や法曹達の意識に委ねられる」というテクストには、少数者の中で美の精神が生

き続けるという③少数考の精神との並行性が、キーフナーが強調するように、明瞭

に認められる。

　なお、「われわれは、技術的に複雑化したわれわれの存在においては、われわれの

もつ富裕さに圧倒され、それを享受しまた支配できずにいる」、「〔法が民族と有機的

に一体であるような〕内的な形成は、文化の時代において、それを認めることは極

めて困難である。…われわれが学説彙纂でその抜粋を有する、無限の詳細さについ

ては、誰もが不可能と考えるに違いない」という個所では、無限に複雑化・詳細化

し一人ひとりの人間にとっては制御不可能というニュアンスが認められ、これはヘ

ルダリンの②沸騰・解体・混沌ほど激しいものではないが、ある種の混沌と解して

（53＞KIIEFN£R　a。　a．0，，　QF　9，　S．520；．乙4εαZ　S．142，
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よいようにも思われる。しかし、後述のようにキーフナーはそのようには理解しな

い。

（b）ゼ使命』第8章　法典がないところでわれわれは何をすべきか（117頁）

　「民族の幼年期（」掘glingsalter）でも歴史が高貴な女教師であるなら、

それはわれわれのような時代においては、それとは別の、より神聖な任務

（heiligeres　Amt）を持つ。というのは、それを通じてのみ、民族の原初

の状態との活きた関連性が保持されるのであり、この関連性を失えば、そ

れぞれの民族にとってその精神的な生命の最良の部分を奪うことになるか

らである。」（傍点はキーフナーによりイタリックで強調されている個所・

以下本章において同じ）。

　民族の原初の状態との関連性を保つことにより精神的な生命の最良の部分も保た

れる。民族は精神に満たされた生命力を持つという点で、前述①自然と精神の一体

　　　　　　　　　　　　　　　　くさの
性、および④若返りの要素が認められる。

（c）『使命』第8章　法典がないところでわれわれは何をすべきか（125買）

　「今やここで法の勉学に求められるものは、書物の中に閉じこめられてい

てはならないし、また、幾人かの学識者に委ねられていてもならない、そ

れは、真剣さと自らの職業に対する開かれた理解を以て活動しようとして

いるすべの法曹の共有財産とならねばならない。活きた学派が形成されね

ぼならない、それは、ローマの法曹の全体が、サビヌス派やプロクルス派

だけでなく、実際にひとつの大きな学派を形成していたのと同じである。

このようなひとつの学派から、法曹の全体へと広まっていった活きた作業

それじたいが、彼らの精神を通じて本来的なものを発見する使命を帯びた

㈹　キーフナーはここで④若返りを重視する。KIIEFN聡a．　a．　O．，　S．521；Z46α～S．／43．
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少数者を覚醒することができるのであり、ある学派がこのような状態を望

めばいつもそうなるであろうと言うならば、それは、悲しむべき先入見で

ある。」

　このテクストでは、美の精神を通じて「少数者」が「ひとつ」になるというヘル

ダリンの思考との並行性が明らかである。法曹法において法曹は「ひとつの大きな

学派」を形成する。そこでの知的作業は「活きた作業」でなければならず、それの

みが「本来的なものを発見する使命を帯びた少数者」を現出させる。前述の③少数

者の精神が明瞭である。

　のみならず、キーフナーは、サヴィニーの法曹法の理論には、「美的要素」さえも

認められると言う。たとえば、国民に委ねられるべき法の政治的要素に対し、法曹

に委ねられるべき法の技術的要素（『使剣12頁）が、ギリシャ語の「テクネー」の

本来の意味で理解されねばならない点、および、法適用が文字面を追う機械的なも

のにならないよう、実務は学問的にならねぼならない、そうすれば、「個々〔の法曹〕

は、たんなる道具として奉仕するのではなく、自由で品位のある使命の中で活きて

いくことになるだろう、そして法実務は、真の芸術的ともいうべき完成に達するで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くらさ　
あろう」（『使命』129頁）とされている点において。

　また、キーフナーは、「あるひとつの民族においても、蒔代がさまざまに異なれば、

法は自然的な法（われわれが自然法という場合とは別の意味において）、あるいは学

識者の法として現れる、もっともそれはどちらの原理が優勢かという違いであって、

明確な境界線を定めることはおのずと不可能であるように見える」という『使命』

13頁のテクストを、やはり「自然であったものが理想となる」というヘルダリンの

テクストに寄せて解釈し、『使命』全体が、法学を通じた民法の更新（Emeuerung）

を高らかに宣言するものであるとする。ここには前述④若返りに通じるものがあろ

う。

　以上が、キーフナーの挙げるテクスト比較である。もっとも、キーフナー自身が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う
すべてのテクストを網羅的に検討していないことを自認している。そこで、キーフ

（55＞　K：IEFNER　a．　a．　O．，　S．521；Zゴεα／S．143．

（56）K玉EFNER　a．　a．0．，　S．522；擢6σ／S．1毅．
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ナーがあげるもの以外では、たとえば、次のテクストに注目しておきたい。

（d）『使命』第4章　覇一セ法（31頁以下）

　「西暦3世紀初頭のローマ人における法学の高度の形成は、われわれがそ

の歴史を〔とくに〕考察の対象にしなければならないほど、顕著なもので

あった。人がそれを極めて優遇された時代の発明にすぎず、それに先行す

る時代と何らの関係ももたないと考えるならば、まったく誤っていること

になろう。そうではなくて、その時代の学問の対象は、法曹にとっては、

すでに所与のものであった、その多くは、すでに自由な共和政の時代に由

来する。しかしこの対象だけではなく、かの驚くべき方法自体が自由の時

代に由来する。なぜならローマを強国にしたのは、活発な、活き活きとし

た政治的感覚であり、〔32頁〕これを通じて、この民族は、彼らの国制を絶

えず若返らせる（ver鎖ngeゆことができたのであった、そしてその方法は、

新しいものは古いものの発展に役立つだけであるという、保持することと

先に進むことのこのように均斉のとれた感覚であった。」

　ローマ人は、国制において、過去の形式を保持しつつそれを新しい状況に適合さ

せることに卓越していた。ここでは、④若返りが、しかもヘルダリンが用いた言葉

通りに登場している。

　以上のようにヘルダリンとサヴィニーのテクストの並行性が認められる一方で、

キーフナーは、②沸騰・解体・混沌の要素については、サヴィニーには欠けている

として、次のように述べる。「ここで注目されねぼならないのは、もちろん〔サヴィ

ニーでは〕ヘルダリンの思考が決定的に短縮化されていることである：ヘルダリン

にとっては必然的な『沸騰』の段階、人類が〔一度〕そこに沈まねぼならない目眩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くきの
をもよおすような混沌が、サヴィニーではまったく欠落している」と。この点には、

キーフナーおよびリュッケルトが指摘するように、サヴィニーとヘルダリンにおけ

（57）　K王EFN£R　a．　a．　O．，　Deutscher王dealismus　Bd．8，　S．24！；146α／S．187．
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るフランス革命の受け止め方の違いが現れているものと思われる。

　しかし、ローマが都市国家として国民的…体性を保った時代（市民法の時代）に

対し、ローマが世界国家へと発展し、法曹が民族の代表者として法形成を担った時

代は、法学の黄金時代であるが、多様な法的問題とそれに対処するためのさまざま

な制度・法学説が現れ（それは学説彙纂を通じてわれわれに伝えられている）、学問

的訓練を受けた少数者瓢法曹以外には、見通して理解することができないほど、法

素材が複雑化・膨大化した時代であったのではないか。このように解すると、この

関連において、美が少数者の精神へと逃避したのと同様の混沌の段階をここで語る

ことができるように思われる（以上のように解することは、しかし、キーフナーの

言うように、サヴィニーではヘルダリンの思考が「短縮化」されていること否定す

るものではない）。

　また、後述のように、その後、法学は次第に衰退し、そのような時代にユスティ

ニアヌスの法典編纂がなされること、さらに後、12世紀頃イタリアでその学問的研

究が再興するまで、ローマ法が中世も実際上は適用されるが学問的研究は長くなさ

れないままであったことなど、やはり、サヴィニーにおいては、繰り返される混沌

と若返りという思考が認められるのではないか。

（四）ヘルダリン／サヴィニー

　ところで、サヴィニーがヘルダリンのテクストを抜き書きしファイルの中に保存

しておいたこと（サヴィニーのような計画的な頭脳の持ち主が、自分の仕事にとつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
ての意味も関連性もないものをわざわざ抜き書きして保存しておくはずはない）の

背景には、働基盤として両者の精神構造の共通性があり、かっ、（イ）ヘルダリンのテ

クストがサヴィニーの法学にとって意味があったからであると思われる。このうち、

（イ）の点については、以上において、主としてキーフナーに依拠して『使命』のテク

ストの比較を通じて明らかにしたし、次章以下でもさらに検討する。

　また、のの点については、ギュンダーローデと若きサヴィニーが共有したであろ

（58）Vg1．　K：犯FN駅a．　a。0．，　QF　9，　S，522；躍6σZ　S．！砥AKA瓢ATsu／R倉cKl£RT　a．　a．0．，　p．　XXXV，

　Fn．30（J．　R．）

（59）Vgi．　K聡FNER　a．　a．0．，　QF　9，　S．516；飼εα1　S．／38．
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うイデアリスムスの心情の構造が、サヴィニーがヘルダリンを受容した、あるいは

少なくともヘルダリンに共鳴した基盤のひとつであったと思われる。

　ギュンダーローデやサヴィニーたちと同様、内面の精神世界を広げることで日常

の現実の束縛から自由になろうとした読者が、ドイツ各地に現れた時代とはいえ、

詩人が著述活動だけで生計を立てるには多くの困難を伴う時代で、その決意をした

ヘルダリン自身もまた現実には辛酸を舐めることも多かったであろう。また、裕福

な市民の子弟の家庭教師として住み込む生活を通じ当時のドイツの市民社会の窮屈

さを感じていたことだろう。そのような現実世界から自由に精神世界へ高く飛翔し、

旧来の秩序が地滑りのように崩れ去る時代に確実なものを意識や精神の中に根源的

に基礎付けようとしてヘルダリンが展開させた世界、しかも、古典古代の理想の後

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　　
の時代に蘇らせるその精神世界は、フランス革命に対するスタンスの違い（たとえ

ぼ、ヒュペーリオンはトルコの專制に対決する自由ギリシャの側に立つ）はあった

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
としても、サヴィニーを魅了したことは、理解できるように思われる。

三　日一マ法史学講義（18G8／9年冬学期）

　サヴィニーには二世ローマ法史』および『現代ローマ法体系』についての著作

はあっても、ローマ建国からユスティニアヌス帝までのローマ法史については、刊

行された著作がない。そのため、この領域でのサヴィニーの法理論を知るためにも

重要な資料がローマ法史学講義である。と同時に、マールブルク大学における！801／

2年の冬学期から始まり、ランヅフート大学時代を経て、ベルリン大学時代の1841年

まで、という非常に長い期間に渡ってなされたサヴィニーのローマ法史学講義は、

サヴィニーの法学の形成過程を経時的に辿るための重要な資料の一つであり、その

ため、前章で扱ったサヴィニーがヘルダリンを受容したとしてそれは何時かという

（60＞関連して、K毘FN駅a．　a。　O．，　Deutscher　Idea墨1sm総Bd．8，　S．241；Z4εα1　S．187は、ヘルダリン

　とサヴィニーがそれぞれ1770年と1779年の生まれであり、ヘルダリンがテユービンゲンの神学校
　（Stift）で、サヴィニーがマールブルク大学で勉強を始めたのがそれぞれ1789年と1796年であった
　という違いを指摘する。
（61＞その前提には、また、カントから出発し展開していった若きサヴィニーの哲学との取り組みが
　あった（赤松『実像』49頁以下、56頁以下参照）。かりにヤーコプスの言うように、サヴィニーが
　やがて哲学から離れていったとしても、若きサヴィニーが一時期とはいえ哲学に熱中したことの
　余韻は、生涯に渡って残っていったのではないか。
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問題を解明するためにも有益な資料となる可能性がある。

　そこで、以上のような観点から、本章では、まず1808／9年冬学期のランヅフート

における講義を取り上げ、さらに次章でベルリン大学時代の講義と比較することに

する。

（一）講義の全体像・農的

　1808／9年冬学期の講義は、ミュンヘン大学図書館に所蔵されている筆記者不明の

　　　　　　　　　　　　く　ラ
ノートにより伝えられている。その構造については、全体を通じる序論、史料およ

び文献史に続いて、本論の部分は、ローマ建国からユスティニアヌスまでの時期を

次の4期に区分して講義がなされている。すなわち、第！期　最も古い時代から十

こ二表法まで、第2期十二表法からキケロまで、第3期キケロからアレクサン

ダー・セヴェルス、第4期　アレクサンダー・セヴェルスからユスティニアヌス。

また、それぞれの期について、共通するテーマとして、社会と国制、史料などにつ

いて論じた後、私法、民事訴訟、刑法、刑事訴訟について、それぞれの期の終わり

における法について体系的に解説されている。

　まず、この講義では、それぞれの期において、それぞれのテーマにどれだけの分

量が割かれているかを第1表に示す。これにより講義の全体像を把握するためであ

るQ

　第1表に基づき、それぞれの期に割り当てられた分量を葉の総数および、重要な

テーマである史料と私法の解説に割り当てられた葉の数を纏めたものが、次の第2

表である。

　この全体の構成からは、第1期では、私法の解説（その期全体の57．7％）に、そ

れに対して第4期では、史料の解説（同58．3％）に、それぞれ最も重点が置かれて

（62）UB　M甑chen，4Cod．　Ms．891：Er撫tertmge鼠1nd　Zus鼓tze　zu　G買stav　H：ugo：Lehrbuch　der
　Gesch圭chte　desτ6mischen　Rechts　3．　Auf王．　Berlin：Mylius，1806．　Aαfgezeichnet　in　de捻VOr－

　1esungen　des　Prof．　Fr至edrich　Car圭　von　Savig嚢y，　vor捻窪a星s　i鷺　Landshut，　jetzt　in　Ber薮n．

Wintersemester　1808／1809．なお、筆記者不嬰（A1｝o好mus）と言ったが、たとえば、！50葉裏（B1。
　／50v）など所々に筆記者自身の注記があり、そこにはイニシャルGr．が付されている。なお、この
　講義については、赤松ジサヴィニーの法史学講義」源島重義先生傘寿　市民法学の歴史的・思想
　史的展開』（信山社、2006年）275頁以下、およびそのドイツ語ヴァージョンである、AKAMATSU
　S副忽ηツ∫y∂7／6∫2魏go㌶ゴ6γ1～80配讐εε6勿。配6　in：U．　WACK：ERBARTH，　T．　VORMBAUM　und　H．一P．

　MARUTscRK£（Hrs墓．）F6s’∫漉7爺方〃σ癖魏盈56漉α癬g辮¢70．　G6伽プ慰囎2007，　S．3ぞf．参照。
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第1表

ζテーマ】【何葉から何葉まで】傑の総数】

序　　　　　　　　　　　　　　　　5r－7r　　　　　　　2。25

史料　　　7r－9v　2
文献史　　　　　　9v45r　　6．25

〔テーマ】〔何葉から何葉まで】〔葉の総数】

第1期
建国・社会・国制

覇　料

公法関係

体　系

1．家族法

II．物権法

III．債務法

相　続

民事訴訟

刑　法

刑事訴訟

15r－82r　　　　　67．5

15r－25r　　　　　lO．25

25r－28r　　　　　3．25

28v－32r　　　　3．75

32r－35v　　　　　3

35v－47v　　　　12

4’7v－57v　　　　10

57v－65v　　　　8

65v－74r　　　　　9

74r－78r　　　　　4

78r－80r　　　　　2

80r－82r　　　　　2．25

第3期
社会・国制

史　料

亙．人法

王1．物権法

HI．債務法

相続法

民事訴訟

刑　法

刑事訴訟

181v－136v　　　18．5

118v－124r　　5．75

124r－130r　　　6

130r－130v　　O．5

130v－131v　　l

131v－132r　　O．75

132v－134r　　　l．75

134r－135r　　　l

135r－136r　　　l

136r－136v　　O．75

第2期
社会・国制

史　業

体　系

A．家族法

B．物権法

C．債務法

相続法

民事訴訟

刑　法

刑事訴訟

82v－118r

82v－94r

94r－97r

97r

97v－98r

98v－106v

！06v～108v

108v～113v

！13v－116v

！16v－117v

！17v－118r

36

11．75

3

0．25

1

8．25

2

5

3

1

0．75

　
制

　
国

期
・
料

4
会

則
社
史

人　法

物権法

債務法

137r－158v　　　2i

137r－！40v　　2．75

1娃Ov－152v　　l2．25

153r－！55r　　　2．25

155r－157r　　　2

！57r一エ58r　　　！

民訟・刑法・刑訴　158d58v　O．5

第2表

第1期 第2期 第3期 第4期

総　数 67．5 36 18．5 21

史　料 3．5 3 6 ！2．25（58．3％）

私　法 39（57．7％） 16．25　　　　　　4 5．25
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いることがわかる。

　第1期の私法は、ローマ法ではもっとも古い層に属するものであるが、〔万民法や

名誉法を通じた〕その後の法発展は、最も古い市民法との連続性を常に保持した法

形成に基づくものであるというサヴィニーの基本的スタンスを踏まえれば、第！期

に最も重点を置いたことも理解できるように思われる。これに対して、第4期では

史料に最も重点が置かれたことは、そこで扱われている史料が、後述のように、ロー

マ法大全についての中世写本の問題にも及んでいることを考え合わせると、サヴィ

ニーの意図としては、ユ帝法からさらに現代（すなわち当時のドイツ）までの歴史

的な橋渡しをすることが重視されていたように思われる。

　ローマ法史学講義は、パンデクテン講義でローマ法を本格的に学ぶ前に配置され

た、入門的講義の一つであった。その教育目標は、以上のような講義の構造からは、

とくに私法について全体的な知識を伝えること（後述（二）（1＞参照）、および、ロー

マ法が現行法として当時のド・イツに通用していることの意味、そしてまた、ドイツ

に全体として継受されたボローニアで注釈がなされた当時のローマ法の中を自在に

動き回って、現行法として求められる法を発見することができるようになるため、

ユ帝紀の歴史的構成と、必要とされる歴史的および文献的知識を学生に伝えること

にあったように思われる（後述（二）（6）（7））。

（二）講義の内容

　それでは、サヴィニーの講義の内容はどのようなものであったのか。もとよりこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
こでその全てを明らかにすることはできない。以下では、講義中、とくに本稿で扱っ

ている広義のイデアリスムスとサヴィニーの法学の関係、サヴィニーにおけるヘル

ダリンの影響・受容の有無とその意味を検討するために必要な、重要な柱となる点

に即して、その要点を明らかにするにとどめる。

（1＞外的法史と内的法史

　講義全体の序論において、サヴィニーは内的法史と外的法史について述べている。

㈹サヴィニーの一州の法史学講義については、サヴィニー自身の講義原稿と学生の側からの筆記
　ノートの幾つかを資料としていずれ刊行する予定である。
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内的法史と外的法史の意味については、サヴィニーにおいて必ずしも一定ではない

　　　　　　くモ　
ように思われるが、1808／9年冬の講義では、歴史的な出来事を継時的に論じるいわ

ゆる通史が外的法史であり、これに対して、歴史のある時点の法を共時的に体系的

な広がりにおいて論じるのが内的法史と解されていた。

　「いかに外的法史と内的法史は結合させられるかP

古い時代の歴史的叙述では、人は、ある民族の歴史の糸、その継続性を、

他の出来事を考慮することなく〔：継時的に：〕辿ることもできるし、あ

るいは、同蒔に存在するものを、つまりその出来事を〔：共時的に：〕展

開錨辿ることもできる。通常は、この両者の観点は明確に分離できな

い。しかし、根本的な歴史観は、両者の結合を本来的に必要とするのであ

り、とりわけ法の歴史においてはそうである。法は、一つの体系であり、

〔たんなる〕寄せ集め（Aggregat）ではない。さまざまな法規は互いに作

用を及ぼし、互いに定め合う、このことにより、とくに法史においては、

共時的な叙述に対する必要が存する、それにより、とりわけ大学の講義で

は、全体の概観が容易になり促進される。〔さまざまな〕法制度（Rechtsin－

s飢ute）の展開の完全なる詳細は、パンデクテン〔講義〕においてようやく

なされる〔。〕共時的叙述については、フーゴーは、極めて多くの貢献をし

た。」（10葉裏～11葉表）

　出来事を経時的に論じる外的法史と、ある時点の法を共時的に関連されて論じる

内的法史は、結合されねばならない。なぜなら法は、ひとつの体系だからである。

法は、個々の法規のたんなる寄せ集めではなく、ひとつの体系的連関である。法規

を経験的にしか見ない立場では、法規の寄せ集めにしか見えないが、実は、個々の

法規の根底にはひとつの法そのものが存在している（次のイメージ図を参照）。個物

嗣　たとえぼ、1803年夏学期のマールブルク大学における法史学講義では、法の資料の歴史が外的法
　史、法の体系の形成が内的法史とされている。Sもaatsbibl減hek　PreuBlscher　K：ulturbesi毛z，　Ms．
　germ．　qu．9641　H．　Fr．　vo蕪Savi即y．　Vorlesungen“ber　d1e　rδmische　Rechtsgeschich宅e且ach
　I｛ugo．　Vom　9．　May　bis恥m　gten　Septemberユ803，　S．1f．（なおこれは、ヤーコプ・グリムによ

　るNachscぬriftである〉。
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第型期　　 第2期一一　一一輌一卿第3期一一一一第4期

の背後に全体を見るという意味では、リュッケルトのいう客観的観念論の思考の現

　　　　　　　　　　　
れと見ることもできる。歴史と体系が一致しなけれぼならないという同様の思考は、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（66）
すでに1802／3年の法学方法論講義にも認められることは、つとに指摘されてきた。

　また、共時的に各期での法を体系的に明らかにすることは、とくに「大学の講義

では、全体の概観が容易になり促進される」という教育上の利点があるとされる。

なお、付言すれば、サヴィニーの法学形成のこの時点ですでに法制度の観念が明確

に述べられている点が興味深い（後述（7）も参照）。

（2）測一マ民族の幼年期と法

　第1期の解説の冒頭、サヴィニーは、まず、ローマ建国を問題とし、リヴィウス、

ハリカルナッソスのディオニシウスなどローマ建国から700～800年後の歴史著述家

について、次のように述べる。

㈹　Vg1．　RむcKERT　a。　a．0．，　S．332．

（66）Vgl．　A。　MAzzACANE（Hrs9・）F7忽7かごぬC副30ηS副三夕」砺瘤sκ箆9飢露加7ノ％γ赫勲θ
　彫α勿40♂ogガ8エ802ヨ842，　Sav量gnyana　2，　Neue，　erweiterte　Ausgabe，2004，　S．141　f．　KI£FNER　a．

　a．0。，QF　9，　S．521；Z漉α♂，　S．143，　FR。17は、ヘルダリンのテクストとの関係で、マールブルク法

　学方法論講義の「たんなる歴吏的体系の叙述は、それが自らを基礎付けるところのひとつの統一
　に、ひとつの理念αdeal）に行き着く。そしてこれは哲学である。」というくだりに注閣する。『実
　像』71頁以下も参照。
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　「多数の者一とくにボフォー〔De　Beaufort〕一は、かの歴史家達は、〔彼

らが語る〕多くの寓話（Fabdn＞の故に弓懸性に値しない、と確信してい

る。しかし、それは極端すぎる。ある民族の幼年期（Jugend）の歴史は、

サヴィニーは語る、通常は神秘的（mystisch）なものである。とりわけ、

鞍と嫉0名誉に対する感情を特微する民族においては、そうである。

そして、ローマ人達においては、まさにそうであった。このことから、か

の寓話故にそれらの著述家達を非難することはできない、ということが導

かれる。」（15葉裏）

　「著者〔フーゴー〕は、この点〔発生的な統一性〕に重きを置きすぎてい

る。〔たしかに〕極めて早期にそれも容易に全体〔：国民性：〕が形成され、

統一がもたらされた。しかし、富む者と貧しい者の違い、とくに身分の不

平等が、より重要である、このことはローマ民族の歴史においてとくに重

要なものとして考慮に値する…

　このようなローマの民族の始源は、立法にも大きな影響を及ぼし、この

ことは法史においても重要である。それは、ドイツ人の法史とはまったく

異なっている、そこでは、われわれは、極めて多数の諸部族が結合されて

いたのを知っている。」（16葉表裏）

　歴史家の歴史記述に現れる以前の、民族の幼年期、および民族の始源が立法に与

える影響が問題とされている。初めてめ歴史記述に現れる寓話の中には、神秘的な

民族の幼年期が伝えられている。また、ドイツでは多くの部族に分かれていたのに

対して、ローマでは、国民としての一体感が極めて早い時期に形成されたことが注

目される。しかし、もっぱらこの点を重視するフーゴーに対し、その国民的一体性

の中で階級の対立があったことを見逃してはならないと注意を喚起している。

　民族の幼年期、民族の始源についてここでの叙述は、ややロマンティッシュな響

きを持ち、ヘルダリンの抜き書きの旋律を想い出させるようにもみえる。しかし、

このような影響がなくとも、ローマ史の読書と研究のみからでも到達しえた点であ

るようにも思われる。
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（3）共和政から帝政へ

　サヴィニーは、それぞれの期の冒頭で、当芋のローマの社会と国制についてまず

解説している。第3期では、共和政から帝政への移行が問題とされている。

　「国制の変革は暫時的（successiv）にもたらされ、その際、古い共和政的

な形式はできるかぎり大切に維持され、それは外観上名目上なおも常に存

続していた。いまや統合されたかの権力が、かつては分離されていたとこ

ろに、共和政の形式の本質があったのだが。」（！20葉表）

　共和政から帝政への移行が古い形式を維持した漸次的なものであったことが述べ

られている。ここでは、過去との連続性を重視する視点がうかがえる。連続性の問

題は、次にの（4）にみる民族の法意識と法曹法、あるいは（6）にみる中世でもローマ法

が連綿と続いていったことにも関連する。

㈲　法曹と法学

　第3期の史料に関連して、サヴィニーは、法曹、法曹法、および慣習法との関連

性などについて講じている。

　「法学者の身分が確立すると、民族の法意識の多くの部分は、法学門門に

依拠することになる。彼ら一「ローマでもまたでそうあった。法学四達⊃は、

慣習法と元老院決議などの適用に対して影響力をもった等々。」（126葉裏）

　「法曹の言明や裁判官の判決の中には、この期の終わりには、なお慣習法

が現れていた。そしてこのことが疑われることはなかった。」（工27葉表）

　「法学者の身分が確立すると、民族の法意識の多くの部分は、法学者達に依拠する

ことになる」「法曹の言明…の中には、…なお慣習法が現れていた」。ローマ法学の

古典期、法曹身分が分化し、法発見と法形成は法曹に委ねられたが、民族の法意識、

慣習法との関連性は断ち切られることはなかった。極めて短い叙述であるが、これ
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はもうすでに、ほとんど『使命』の法曹法の理論であるといってよい。

　なお、サヴィニーは「法学提要や学説彙纂の中には、この時代からわれわれに伝

えられているもののうち、最も重要なものが含まれている。」（130葉表）と述べてい

るが、法の共時的叙述の部分では、前述のようにこの時期の私法について極めて簡

潔にしか扱われていない（130畳表から132葉表までの計4葉。第1表および第2表

参照）。

（5）ユスティニアヌスの法典編纂

　第4期の史料に関連して、この時代が法学の衰退期であったことが述べられる。

　「根本的〔に検討する〕法律学は背後へ、しかし、法律学の資料は機械的

で文字面を追うものになっていた。この蒔代、無知と「そして］当時の法

学の混乱した状態を救済するために何かをしなければならない必要性が

あった。

　最も目的に思ったのは、本来、様々な素材からひとつの全体を構成する

ことだっただろう。

　幸いなことは、粗野な6世紀において、人がどちらかというと歴史的感

覚をもったことである。人はもはやまねのできない先立つ時代に対する畏

敬の念を感じていた。意図的かつ計画的な、古い法学者〔の学説〕の保存

〔という道を〕人は選択したのであった。」（141葉裏～142葉表）

　法学の衰退期だからこそ、法典編纂により前の時代の優れた法学説を採録しよう

とした。そして、「ユスティニアヌスは、学説彙纂の歴史的形式を残し、これに手を

付けなかった。」（143葉表）。ユ帝の法典編纂は、その形式において歴史的である。

これは（7）歴史的解釈の問題とも関連する。

（6）中世翔一マ法へ

　また、サヴィニーは、第4期の史料に関連して、ユ帝法がドイツに現行法として

伝えられるまでの文献史を詳しく述べている。これは、サヴィニーの講義が、将来

219　（75～！－219）



ロマニスティクとロマンティク　F37

法曹となる学生が、現行法としてのローマ法を自在に扱うことができるようになる

ための、基礎的素養を提供するものであったことを示すのではないか。

　「ユズティニアヌズ。棄瀦ぞノzが：予州と乙でカノzカ〆z〆こ翫をξ；さノzる

まで

　学説彙纂、勅法集、法学提要は、それぞれ個々の独立した部分として成

立した、後に、それらは、纏められて刊行された：1583年に初めて、そし

てそれ以来、編集者から、ローマ法大全、またユスティニアヌスのローマ

法という集合名の下で、その集成は出版されるようになった。

　11世紀の終わりおよび12世紀の初めに、ローマ法の研究が初めてなされ、

そのため、その筆写が作成された。人はしばしば中世においてローマ法を

実際上も利用したが、本来の意味での研究は、まだ広まってはいなかった。

　ボローニアで、最初の法学校が設立され、ユスティニアヌスの集成の全

体が、5つないし6つの部分に分かたれた。…

　学説彙纂については、多数の筆写がある。最もよいものはフィレンツェ

写本である。人は、12世紀の中頃、アマルフィがロタール〔Kaiser　Lothar

II．〕により征服されたときに、写本が初めて発見され、その後、ピサの人々

　　　　　　　　　　　　　　く　
に贈られた、と長い間信じてきた。一幾人かの人は、それまでローマ法は

知られていなかったとさえ、言う。しかし、この最後の話はまったく間違

いである。ローマ法は、前述のように、中世には根本的に研究されること

はなかったが、しかし適用されていた。

　ところで、以上のような話はまったく重要ではない。人の記憶を超えた

長い昔からその写本はピサにあった；ピサが自由を失ったとき、それは

フィレンツェにもたらされ、宝物として保管されたのである。

現存する写本は、したがって、批判的・文献的価値を持つ。しかし、〔イタ

（67）いわゆるロタール伝説であるが、これについてはさしあたり、勝田有恒「Rezeptio員の素描一ド
　イツ近撹（私）法史研究の起点として一」『一橋大学研究年報　法学研究4』（1962年）139頁およ
　び注40参照。

（75－！－2！8）　218



F38　75　Hosei　Ke11kyu（2008）

リアまで〕もたらされた原写本は多くはなかった、オリエント〔：ユスティ

ニアヌス：〕の支配は、イタリアでは短く、平定的なものであった。

　おそらくそれゆえボローニアでは後に多くの写本が作成されたのであろ

う。それらは、教師と学生による「あらゆる1比較対照を通じて、かなり

の程度同一のものとなっていった。それにより、流布した法文ができあがっ

た、つまり、ボローニアの教授達によって認められた読み方である。

　出版された流布本は存在しない。われわれのもつ版は、フィレンツェ写

本と他の写本から混合された集められたものである。

　印刷術の初期の時代にすでに、学説下下は印刷されたが、常にその一部

門だけであった、士述参．婿、集大成ではなかった。最初に印刷された版は

知られていない。比較的古い版は、比較対照された複数の手写本のひとつ

のようなその正確さと良さで注目される。

　これまで印刷された本をフィレンツェ写本と比較した最初の者が、一人

文主義者で神学者一アンデルス・ポリティアヌス〔A黙ge1登s　Pol癒anus〕で

ある。彼は自分の版に異文をもたらした。この私撰本は多くの人によって

利用された。

1553年にフィレンツェで、タウレリウス〔Fra麺dscus　Taurell蝕s〕が、学

説彙纂をフィレンツェ写本に従って刊行した。現在は希観本である。

！7世紀および18世紀には、学説彙纂の批判はあまりなされなかった。フィ

レンツェ写本を再度比較したブレンクマン〔Bre欲man幻は、それゆえ4

年間フィレンツェに滞在し多くのことを考察した。しかし、彼は死去し、

彼の研究の成果は、ゲバゥアー〔Georg　Christiaa　Gebauer〕の市民法大全、

ゲッティンゲンのディーデリッヒ〔Diederich：sicl〕書店、に収められてい

る。」（！45葉裏～148葉表）

　ローマ建国からユ帝までを対象とするはずの講義で、このように詳細に中世ロー

マ法について述べられていることは、歴史学としての法史ではなく、現行法として

のローマ法を念頭に置いた講義であることをうかがわせる。それは、ユ三法が当時

のドイツとして現行法として妥当していることの歴史を社会的・文献的に学生に理
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解させようとするものだからである。

　また、以上において「U世紀の終わりおよび12世紀の初めに、ローマ法の研究が

初めてなされ、そのため、その筆写が作成された。人はしばしぼ中世においてロー

マ法を実際上も利用したが、本来の意味での研究は、まだ広まってはいなかった」、

「ローマ法は、前述のように、中世には根本的に研究されることはなかったが、し

かし適用されていた」と述べられており、ローマ法は中世においてもまず実際上適

用され、その後、学問的研究が花開くという理解が述べられている。これを詳細な

資料で根拠付けようとした研究が、『中世ローマ法史』（1815年～1831年）であった。

（7）歴史的解釈一臓一マ法と実務一

　サヴィニーは、同じく第4期の史料の解説に関連して、ローマ法の最盛期の法学

説を抜粋して採録した学説彙纂を中心とするユ帝法の取り扱い方に3種があること

を学生達に説いている。1）実務を顧慮しない歴史学派は、ローマ法を純粋の歴史

研究の史料として見るという観点である。2）実務のための歴史学派は、歴史的解

釈により実務に必要とされる法を見つけ出す。3）まったく実務的な学派は、法，典

編纂によりローマ法はもはや通用していない、あるいは、補充的効力しかないとす

る。

　サヴィニーは、2）実務のための歴史学派について、次のように講じている。

　「〔：歴史的目的：〕歴史的解釈は、これまで、矛盾対立するいくつかの

個所を統一〔的に理解〕しょうとしてきた。〔たとえば〕人はより新しい法

曹をより古い法曹に対して優先させた、そして、古い見解を、たんにより

古い見解の保持されているのを、あれこれの法制度（Rechtsinstitute）にっ

きかつての見解の歴史的叙述とみなしてきた。これに対して、他の者は、

それに基づいて1〔ローマ〕法大全のすべては法律であると主張する。しか

し、ユスティニアヌスは、このような歴史的解釈を禁止しなかった。その

証拠は充分にある、ユスティニアヌスが歴史的形態をそのままにしておい

たこと、それについての規則を定立したことである。」（150葉表）

（75－1－216）　2！6



F40　75］Elosei　Ke蓑kyu（2008）

　たとえぼ、ユ帝法の中に、矛盾する法文がある場合、一方は歴史的叙述にすぎず、

より新しい方の法文が現行法であると解する歴史的解釈は、実務のためのものであ

る。ここでも、法史学は純粋の歴史研究ではなく現行法の発見のためのものという

視点が見られる。サヴィニーがここで説く歴史的解釈は、とくにその中核部分で歴

史的なさまざまな時代のローマ法学説の集成であるユ帝法の中に、現行法として求

められる法を発見するための技法だからである。

（三）ヘルダリン受容の跡？

　以上のように、サヴィニーのローマ法史学講義は、現行法としてのローマ法を前

提に、とくに私法の領域を中心にローマ法を理解するための基礎的知識を提供する

とともに、ローマ建国からユ三法にとどまらず、さらにその後、中世においてロー

マ法が適用され学問的研究がなされ当時のドイツにまで至る過程を学生に把握さ

せ、さらにユ三法の歴史的性格を踏まえて、文献史の知識と歴史的解釈を駆使し、

当時のドイツで必要な法発見ができるための基礎的素養を提供することを目的とし

ていたといってよい。

　ところで、サヴィニーの法学形成過程、とくに本稿で問題としているヘルダリン

受容との関連では、以上の講義に認められる次のような視点が注目される。

　（a）法を経験的に法規の寄せ集めと見るのではなく、個々の法規の背後にひとつの

r法」がありそれが具体化したのが個々の法規であり、したがって、法史はこの「法」

の展開であり、したがって、またひとつの「体系」であるとの観念（本章（二）（1））。

藪→前章（三）①自然と精神の一体性？コ

　㈲歴史家の歴史記述の寓話的要素の背後にある民族の幼年期の歴史、およびロー

マの国民の一体性への着目（本章（二）（2））。ζ→①自然と精神の一体性？】

　（c＞ローマの国制の推移が古い形式を保持した継続的なものであるという理解（本

章（二）③）。ζ→④若返り噂

　（d）法曹法の段階でも民族の法意識、慣習法との繋がりが失われないという理解（本

章（二）（4））。ζ→③少数者の精神噂

　（e＞ユ帝の立法の背景に法学の衰退があったという理解（本章（二）⑤）。ζ→②混

沌？】
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　（f＞ローマ法が断絶せず中世になっても適用され、やがて学問的研究が花開くとい

う理解（本章（二）⑥）。卜②混沌、④若返り？「木の幹が下のほうから乾き風化

していくときも、その木からは活き活きとした梢がなおも旧い立〔っ〕」】

　以上の外、歴史的解釈の有用性など、いずれも『使命』や『中世ローマ法史』、『現

代ローマ法体系』で展開されるサヴィニーの法学の重要な礎石がすでに固まりつつ

あるのを見ることができる。

　それでは、1808／9年冬のこの段階で、前章で扱った、ヘルダリンの『ヒューペリ

オン』のテクストの影響あるいは受容の跡が認められるか。上述の括弧ζ灘内で

試みたように、（a＞～（f）の視点を前章（三）で検討したヘルダリンのテクストの①～④

の要素とやや強引に対応させることは不可能ではない。

　しかし、結論的には、幼年期の民族や法曹法など、前章で『ヒューペリオン』の

テクストと関連づけられた観念や理論がすでに認められるものの、両者には明確な

表現の対応関係がなく、この段階でヘルダリンの影響や受容について語ることには

消極的にならざるをえない。これらはヘルダリンのテクストとは無関係に、ローマ

法史をサヴィニーが研究する中で見出されていったものという印象が強い。

四　その後の展開一ベルリン時代一

　前章で述べたように、サヴィニーによるヘルダリン受容の痕跡が認められるかと

いう問題については、1808／9年冬学期のローマ法史学講義を見る限りは、消極的に

解せざるをえなかった。それでは、その後のサヴィニーのローマ法史学の展開の中

ではどうか。ここでは、ベルリン時代の1814年夏学期の講義および1815年の『中世

ローマ法史』第1巻に拡大鏡を当てて、引き続き、この問題を検討してみたい。

（一）法史学講義の序論（1814年夏学期）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　　
サヴィニー自身がローマ法史学講義のために準備した講義原稿では、回数を重ね

るにしたがって、本論の部分には書き込みがなされると同時に、講義の導入として

（68）UB　Marburg　Ms．925／33，　Vor｝esun墓e貧Rechts墓eschichte，　Vorlesungsma且uskript　l80H841．
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第1回目に読まれる部分が頻繁に書き換えられ新たな原稿が積み重ねられていっ

た。ここでは、『使命』の出版の年である1814年夏の導入部分に注目することにする。

　　　　　　　　　　　　　　　く　
そこでは、次のように記されている。

　「民族は一人ひとりの人間と同じく有機的な存在である、ただ高次のもの

であるにすぎない「注　両者とも普灘な㍍0と翼鮒な6のの融合で

ある1一その存在における個々の力、方向性、活動およびそれらの展開

　廟藷一すべての歴史に先立つその生成、偶然に基づくものではない、ま

してやノく為に基づくものでもない一その後の発展は、それは薦ぐ翫誓ぐ

も意識的になされうるものであるが（比較的少なく）

法（法を形成する作用）もまたまったく同様である一ここでもすべての歴

史に先立って生成している、民族】において、普遍的な婚姻、親子関係、土

地所有、取引きに関する観念が成立している、ここで法および不滋である

ものは、「民族信仰にとっての1ほとんど普遍的な観念として必然的なも

のである一　「普遍的な原則、体系などではなく1碓、直観的な象徴、こ

こでは立法者の恣意による初めての成立は、間違いでもあり不可能でもあ

る、言語の場合と同様に、「法の鮒な根源（g6ttlicher　Ursprung　des

Rechts）、法への要求だけではなG

文書で証される歴史への進化一翻のように（例）一しかしすべての変化

はあ回るかの生成と同じ法則にもとつく、それは民族の内的な必然性に

よってである一

PPこのことは、その根本原理については、容易に理解できる、しかしそ

の膨大な細部の形成については2「ここでは民族の意識は不可能である1

一ユスティニアヌス法からの例、たとえぼ個々の規則における相続法一潔

三一民族の発展において、法曹齢で、法律弾が初めて固有の取り組み

として、やがて学問的な原理として成立する一今や固有の生命と発展をも

つようになる、もはや民族の普遍的な生命における法の騰始まりと

（69＞法史学講義の序論、および1814年の序論について、概括的には、赤松・前掲・『市民法学の歴史
　的・思想史的展開』287頁以下、290頁以下、a．　a，○．，碍遊’7　E云s醜加7読，　S．9f。，10　f．参照。
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は違って（解説）

乙たがっτ、実定法の純粋の発展のごつの要素「賭の意識と法夢の意

識1

省察と1との比較一艀瀦つまり法の目に見えず作用する力のよる法の

生成がすべτである

一「今や法学の素材から傷然砂な首0は消滅したように一1、一法夢

PP立法者は「注　私法にとって1P通常の状態で法曹が現κある法を発

爆させつつ、見つけ出すものを、障害や破綻に紐対抗しつつより大き

な外的実効性を伴い確実なものとする、一しかし、もちろん、間違った道

もありえる、それは．裁置（もっともよく意図する場合であってもi）そし

てそれにより法の真の破綻がもたらされる（言語との比較「とりわけ

瀦砂目的および意図の翻励な影響（それ自体は非難されるべきでは

ないが〉一とくに不礎算な緬を翻プる1かかる破綻はまれにのみ、

表面通常は表面的に現われるのみ（後述参照）。」（31葉表～32葉蓑）

　1808／9年冬のランヅフートでの講義と比べるとロマンティッシュな雰囲気が強く

なっており、同時にキーフナーがテクスト比較によりヘルダリンとの並行性を指摘

した『使命』の思想が凝縮されているようには感じられないだろうか。

　たとえば、民族は人間と同じく有機的な存在である。それは普遍と具体の融合で

ある。文書で書かれた歴史に先立つ民族。民族による法の生成。法と言語とのアナ

ロジー。民族信仰。法の神的な根源。実定法の二つの要素としての民族の意識と法

曹の意識。目に見えず作用する力に基づく慣習法など。

　また、別稿でも述べたように、ティボーの『ドイツー般〔民〕法典の必要性につ

いて』α814年）が出版される前に、したがって、ティボーに触発されてサヴィニー

が『使命』を書き上げたと仮定しても、その前に、18廻年夏学期の講義が開始し、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　の
上述の序論が読まれている点にも留意すべきであろう。

　とくに注目しておきたいのは、「法の神的な根源（g6ttlicher　Ursprung　des

（70）この問題については、赤松・前掲・肺艮法学の歴史的・思想史的展開』292頁以下、a，a．0．，紹
勉γ捌s観勉7認S．12参照。
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Rechts）」という表現である。1808／9年冬の講義では、歴史家の歴史記述の中の寓話

からたどるほかない、その意味で、資料的に証しのできない民族の幼年期について

は言及されていたが、神的起源という構成は存しなかった。また、管見の限り、『使

命』の中でも、法の起源を神的なものに基礎付ける叙述はない（3頁の一般的言辞
　　　　　お　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　け

としての「神の祝福」、！34頁のユダヤの「神の律法」は別として）。ここで連想され

るのは、抜き書きされていたヘルダリンのテクスト中の、「若返った神性（ver撫捻gte

Go宅theit）」という表現である。

　なお、立法の役割、不確実さを除去するなど法曹法の発展を支援するという立法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　の
の役割に触れられている点でも、すでに晶晶』の立場が先取りされていて興味深い。

（二）　『中世漏一マ法史』第1巻（1815年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くア　　
　関連して、『中世ローマ法史』第1巻（初版は1815年）から若干のテクストを検討

してみたい。これまでの研究によると、『中世ローマ法史』は鞭命』と密接に関連

して執筆されたものとされる（『使命』はほんらい『中世ローマ法史』の序文となる

はずであった。時期的にも、『使命』の準備作業は、遅くともランヅフート時代の1808／

　　　　　　　　　　ラ
9年に遡る可能性がある）。

　たとえぼ、初版への序でサヴィニーは次のように述べる。

　「さまざまな国民（Na宅ione①の傾向や力が新しい活き活きとした生成へ

と結集する二代ほど、あらゆる歴史において人を惹きつけるものはない。

このような再生（Wiedergeburのの時代は、文書で証しできる歴史の中で

もっとも原初的なものである、なぜなら、民族の最初の生成は、文書で証

しのできる歴史のその彼方に達しているからである。このような関連を発

見することにより、ニーブールにとって、教養あるローマの文献の時代、

ローマ人自身にとって可能だったよりも、ローマ人の偉大さの秘密へより

（71＞B67げS，17．　Vg｝at蓬chεys彪辮ゴ8s加曜忽伽ヵ窺ゴso加πRε6隔s　Bd．1，1840，　S．40　ff．

（72）SAvlGNY　G6∫6痂。玩646s　Rび規お6勉πRε6配s掬7」4露オε／α♂♂〃in　7　Banden，2．　Ausgabe　i834によ

　り、以下ではG6s6痂6勿6として引用する。
（73＞この問題につき、Vgi．　AKAMATSU／RむCKERT　a．　a。○．，　Einleitung，　XXXII　ff．（｝｛．　A．）．赤松・

　前掲・眠法学の課題と展望』2頁以下も参照。
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深い洞察を向けることが可能となった。中世もまた、この種の創造的なひ

とつの時代であり、それは、われわれにとって二重の意味で重要で、人を

惹きつける、なぜなら、われわれ自身の時代は、この〔中世という〕基盤

に基づいて生成したものだからである。新しいヨーロッパの形成が、多く

はローマ的なものとゲルマン的なものという、さまざまな基礎部分の混ざ

り合いであることは、誰も見落とすことはできない：南と西では、民族の

由来そのもの、およびそれとともに言語がそうである。」（Gε∫o屠。配6，Bd．

1，Vorrede　zur　ers宅ea　Ausgabe，　X亙V－XV）

　ここでも、文書で証しできる彼方にある民族の最初の生成について述べられてい

るが、注目したいのは、「さまざまな国民の傾向や力が新しい活き活きとした生成へ

と結集する時代」は、再生の時代であり、それは、文書で証しのできる時代の彼方

にある原初の活き活きとした時代の再生であるという表現・定式化、そして中世も

また「創造的なひとつの時代」とされていることである。ここには、『ヒュペーリオ

ン』からサヴィニーが抜き書きしていたテクストに関連して第2章（三）で示した

④若返りの思考が認められるのではないか。

同じ関連では、本論中の次のテクストがさらにいっそう目を引く。

　「ローマ法が暗闇の中で存続したにとどまらず、新たな全盛を体験したこ

とは、新たに建設された都市の力強い生命から説明することができる、そ

れは内在的な必要性と、状況の類縁性から、ローマ法へと引き寄せられた：

都市において都市のために、ローマ法は、若返らされた形態（in　verjungter

Ges宅alt）で復活したのである。それゆえ、都市がまず力を持ったイタリア

において〔ローマ法の〕更新（：Emeuerung）が始まったのは、決して偶然

ではなく、内在的な必然性によって定められたのであり、そこから、同様

の必要性に基づき、フランスおよびドイツへと移行していったのであった。

このようなローマ法の再生（Wiedergeburt）の作用は、われわれの時代に

も継続しているのであるが、それについて、この著作の以下の部分におい
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て明らかにされるはずである。」（06s6痂。配θBd．！，　S．184）

　とくに注目したいのは、西ローマ帝国の滅亡の後、中世のイタリアの都市におい

ては、都市の力強い生命力により、「ローマ法は、若返った形態伽veτjung之er

Gestalt）で復活した」という表現である。ここでも想い出されるべきは、サヴィニー

が抜き書きしていたへルダリンのテクストの「若返った神性（ver預ngte　Gottheit）」

の表現であろう。やはり前述④若返りの思考が認められる（「同じ木の幹が下のほう

から乾き風化していくときも、その木からは活き活きとした梢がなおも幽い立ち、

その木がかつて若木であったころのように、太陽の光の中で緑に輝くのだ」）。のみ

ならず、ここでは両者のテクストの直接的関係を語ることが許されるかもしれない。

そして、サヴィニーによれぽ、都市の生命力がローマ法の更新をもたらし、フラン

スやドイツへと移行し、ローマ法の再生はわれわれの時代も継続しているとされて

いる。

　それでは、なぜ中世イタリアでは、このようなことが可能になったのか。それは、

ゲルマン人のもとで、都市の自由が維持されたからであった。

　「ほとんどすべてのこれらの諸国では、ドイツの部族が支配した、イタリ

アの小さな部分が、短い中断の後、東ローマ帝国に属した。ここではロー

マの制度（£i瓢三chtunge簸）の維持が期待されるが、ローマの制度は、ゲル

マン人の下では完全に破壊されたと思われるかも知れない。しかし、実際

にはまったく逆のことが起こった。ゲルマン人の下では、都市の自由が維

持され、有利な時代に〔ローマ法が〕新たに発展するための準備がなされ

た。ギリシャ人の下では、都市の自由の主要な部分、自ら選ばれた当局に

よる行政が、廃止され、後にイタリアが新しい力を挙げようとした蒔、こ

れらの都市は、ロンバルディアのローマ入を真似して、自由な国制を再び

導入できただけであった。」（G6s6耽肋Bd．1，　S．458）

　なお、付言すれぼ、以上に見てきたように、中世もローマ法が連綿と継続してい

るという視点を重視することは、革命による変革に対してサヴィニーがとる消極的

209　（75－1－209）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロマニスティクとロマンティク　F47

　　　　　　　　　　　　くアの
姿勢の現れであるとも言えよう。

　陣世ローマ法史』のような大作を以上のようなごく僅かのテクストから語ること

は困難かも知れないが、『中世ローマ法史』は、前述の④若返りの思考を重要な礎石

の一つとして包含しているのではないか。また、そこでは、サヴィニーにおけるヘ

ルダリン受容を語るためには最低限度必要な、表現の同一性という条件も満たして

いるように思われる。

おわりに

　本稿では、サヴィニーとギュンダーローデの心情の同質性・類縁性、ヘルダリン

のテクストとサヴィニーの法学の並行性を明らかにするとともに、法史学講義や『中

世ローマ法史』にみられる若返りの思考（それは独特の史観であるといえる）を明

らかにしてきた。

　サヴィニーの法学と哲学の関係については、ネルの極めて広い視野のもとでなさ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
れた、詳細なテクスト比較に基づく包括的研究がある。若きサヴィニーがローマ法

と哲学に強く惹かれ、それを自己のものとしていく一方で、新しい法学を形成しよ

うとしたのは、ネルが明らかにしょうとするような包括的文脈で起こったことであ

り、本稿で述べてきたことも、まさにそのひとつの断章にすぎない。

　若きサヴィニーは、個人的環境や、交友関係から、広義のイデアリスムスと親和

的な心情をもっていたことがうかがえる。そして、サヴィニーによる『ヒュペーリ

オン』の抜き書きに見られるヘルダリンの受容の可能性も、この関連から理解でき

る。

　もっとも、ヘルダリン受容の態様や、意味については、難しい問題がある。本稿

でも明らかにしてきたように、ヘルダリンのテクストをサヴィニーが抜き書きした

時期、および紹介者が誰かについては、ドイツでもなお論争は決着していない。

　それでは、後半で法史学講義を中心に検討してきた本稿では、ヘルダリン受容が、

（74）N6RRεω忽％夕5助蜘so助詞加五盈加加6　S．28がマールブルク法学方法論講義に関連させて
　説くところを参照。
（75＞Vg1．　N◎RR　Sα頭9矧sρん伽soり宛∫scぬεL凶万α伽θ1994．
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何時頃なされたのか、また、それがサヴィニーの法学にとってどのような意味をも

つのか、について何らかの結論を示すことができるか。

　ヘルダリン受容の時期については、1808／9年の法史学講義にヘルダリン受容の痕

跡を認めることはできないように思われる。民族の幼年期への関心、法曹法の理論

など、ヘルダリンとも関連づけられる、後のサヴィニーの法学思想の重要な要素が

既に形成されているが、これらは、ローマ法史を研究していく中でサヴィニーが行

き着いたものと見るべきであろう。

　これに対して、ベルリン時代の1814年の法史学講義の序文には、ヘルダリンのテ

クストとの少なくとも部分的な表現の一致を見出すことができる。また、1815年の

『中世ローマ法史』第1巻のテクストについても同様である、

　ここで、シュナックが、サヴィニーがヘルダリンから抜き書きしたのは、1812年

以降と解していたことを想い出すべきであろう（ただし、使用されている紙は、1811

年にすでにサヴィニーが使っている例がある）。

　ただ、もしこの18難年以降の少なくとも部分的に一致した表現が、その少し前に

ヘルダリンのテクストに接し、サヴィニーが強く惹かれ、講義や著作で利用しよう

として抜き書きし、ファイルに残しておいたことに由来するものだとしても、それ

はサヴィニーが、ヘルダリンの影響のもとに、民族法や法曹法の理論を考え出した

ということを必ずしも意味するものではない。

　本稿で明らかにしょうとしたことの一つに、サヴィニーの法学を貫く思考の一つ

として、ローマ法の若返り、更新、再生という思考が認められるということがある。

もちろん、この思考そのものをヘルダリンのテクストが与えたという可能性は否定

しえない。しかし、ここでも、ヘルダリンが若返りの思考そのものを初めてサヴィ

ニーにもたらしたと断言することもできない。

　サヴィニーは、すでにヘルダリンのテクストとは無関係に、法曹法の理論や、ロー

マ法の若返りの思考に行き着いていたと考えることもできる。この理論に、時代思

潮を踏まえて、当時の読者公衆によりょくアピールしうるような表現や定式化をヘ

ルダリンが与えたにすぎないという、ヤーコプスのような解釈も充分に成り立ちう

る。なぜなら、これらの思考の実質は、すでに1808／9年冬学期のローマ法史学講義

に存在していたからである。サヴィニーの法学の形成がランヅフート時代以前に遡
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ることは、これまでリュッケルトや、また意味合いは異なっていてもやーコプスが

指摘してきたが、1808／9年冬学期の法史学講義もこのことを裏付ける資料の一つと

いえよう。

　また、おそらくサヴィニーの法学を理解する上で、同時代の哲学との関連のみに

目を奪われていてもならないであろう。一例を挙げると、『中世ローマ法史』あるい

はローマ法史学講義では、サヴィニーは、ニーブールに明示的に言及している。た

とえぼ、『中世ローマ法史』第！巻の序で、サヴィニーは、ニーブールの『ローマ史』

が「私自身の研究にどれほど勇気と熱意を与えたかは、体験するは易く、語るのは
　　　　　　　　　　　　　（76＞
難しい」と妙に熱を込めて語る。

　ニーブールの側も、サヴィニーに言及し、また、国民、民族の生成、その初期に

ついては、作り話（Dich加ng）が歴史的真実の前にいろいろなベールを掛けること、

国家は、常に自らを更新しながら、若さを保つがやがて静止がやってくる、生命の

充満に代わり、まず病弱が、そして次に死がやってくることなどを述べており、サ

　　　　　　　　　　　　　　く　
ヴィニーとの並行性が認められる。

　サヴィニーの法生成論には、ロマンティクの哲学や時代思潮の助けがなくても、

ローマ史の研究から行き着くことができたのではないか。あるいは、それはニーブー

ルにも見られる時代に共通したスタイルによって彩られていたのではないか。この

ように解すると、ヘルダリンの抜き書きの意義を過大視しすぎるのも危険であろう。

若きサヴィニーが、自分自身で考えること、模倣をしないことを決意していたこと

がここでも想い出されねぼならない。

　ヘルダリンについては、サヴィニーは刊行された著作で論じておらず、『使命』執

筆資料の中にヘルダリンの抜き書きが！枚あるだけで、他にヘルダリンに言及した

手稿もまだ見つかっていない。サヴィニーにおけるヘルダリン受容の問題を解明す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
るためには、手稿のさらなる研究も必要であろう。

（76）Gε∫‘耽配6，Bd．1，　Vorrede　z蟹erste捻Ausgabe，　XVI－XVH．サヴィニーは、1810／！1年冬学期

　の講義でも、ニーブールを強く意識している様子がうかがわれる（UB　Marburg　Ms．925／33，　B1．
　62r）Q

（77）詳細については他日に期すが、B．　G．　N　IEBUHR／～び癬ε6勉G6soんゴ。肋，　Neue　Ausgabe，　Bd．1，

　1873，Vorrede　und　1．　Teii，　Einleit嫉員g参照。あるいはまた、ローマ法史学講義の教科書（五6加図書

　46プG8s6痂6玩8463　R伽z♂∫o勿％Rε漉孟ε伽α2グノ鷹オ三訂侃，3AufL，1806）の著者であったフー
　ゴーとの関係も見逃せない。サヴィニーの法学の意外と多くのコンセプトは、フーゴーに由来する
　のではないか。
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（78）なお、サヴィニーがヘルダリンのテクストを抜き書きしたのが、1799年頃まで遡るとすると、哲
　学的醐心が高揚していた若きサヴィニーにおいてのことだから、それだけサヴィニーの内部に強
　い影響を与えた可能性がある。しかし、哲学への関心は醒め、法学者としての名声を確立した1812
　年以降とすると、単なるエピソードにとどまる可能性があろう。筆者は、1997年5月フランクフル
　ト大学のリュッケルト教授のゼミナールで報告する機会を得たとき、このような問題提起を試み
　たが、リュッケルト教授は、たとえぼ、1808年9月から1810年5月まで在職したランヅフート大
　学でも、神学者であるザイラー（Joh謙n　Mic絵ei　Sailer）と親しく交流するなど、サヴィニーの
　哲学への関心は持続的であったから、仮にベルリン時代にサヴィニーがヘルダリンを抜き書きし
　たとしても決してエピソードではありえない、と述べられた。
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